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団体名 参集基準 参集場所 住所 

松戸市 

健康医療部 

部長 

各課長、各課員 
震度５強 

自動参集 

市救護本部 

(中央保健福祉センター

2階集団指導室) 

竹ケ花 74-3 

医師会 

医師会長 

(又は代理者) 
震度５強 

自動参集 

市救護本部 

(中央保健福祉センター

2階集団指導室) 

竹ケ花 74-3 

災害医療 

コーディネーター 
震度５強 

自動参集 

市救護本部 

(中央保健福祉センター

2階集団指導室) 

竹ケ花 74-3 

医師会員 
震度６弱 

自動参集 

災害拠点病院・協力病院 9か所の病院前救護

所(病院敷地内トリアージブース) 

※会員毎に参集場所指定 

医師会員 

(学校救護所班長) 
震度６弱 

自動参集 

指定された学校 17 か所の学校救護所(校庭

内トリアージブース) 

※班長毎に参集場所指定 

市立総合医療 

センター 

災害医療 

コーディネーター 
震度５強 

自動参集 

市救護本部 

(中央保健福祉センター

2階集団指導室) 

竹ケ花 74-3 

歯科医師会 

歯科医師会長 

(又は代理者) 
震度５強 

自動参集 

市救護本部 

(中央保健福祉センター

2階集団指導室) 

竹ケ花 74-3 

歯科医師会員 
震度６弱 

自動参集 

災害拠点病院・協力病院 9か所の病院前救護

所(病院敷地内トリアージブース) 

または 

指定された学校 17 か所の学校救護所(校庭

内トリアージブース) 

※会員毎に参集場所指定 

薬剤師会 

薬剤師会長 

(又は代理者) 
震度５強 

自動参集 

市救護本部 

(中央保健福祉センター

2階集団指導室) 

竹ケ花 74-3 

薬剤師会員 
震度６弱 

自動参集 

災害拠点病院・協力病院 9か所の病院前救護

所(病院敷地内トリアージブース) 

または 

指定された学校 17 か所の学校救護所(校庭

内トリアージブース) 

※会員毎に参集場所指定 
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第１章 災害時保健医療の体制 

 

 

第１節 本マニュアルの目的及び適用 
 

 １ 目的                                

   本マニュアルは、松戸市域に大規模な災害1が発生した場合に、松戸市地域防災計画
2

（以

下「地域防災計画」という。）に基づき活動する保健医療救護活動について、より具体

的かつ実効性を確保するため、松戸市救護本部（以下「救護本部」という。）の設置や

関係機関の役割等を明記したものである。 

 

 ２ 適用                                      

   松戸市において救護本部が設置された時とする。 

 

 ３ 想定する災害                             
   地震災害を基本とするが、風水害や大規模な事故が発生した場合には、関係者と協議

し、本マニュアルの内容を準用するなどして活動する。 

 

 

第２節 松戸市の地震被害想定 
 

 １ 想定地震                              
   令和元年度実施の松戸市防災アセスメント調査による想定地震は以下のとおり。 

   ○ 松戸市の直下約５㎞で発生、マグニチュード７．１ 

   ○ 市の南西部及び小金地区の谷底平野で震度６強、北東部で震度６弱を予測 

   ○ 江戸川沿いの低地と谷底平野で液状化の可能性が非常に大きいと予測 

 

     （想定地震による震度分布）      （想定地震による液状化予測） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 災害対策基本法第２条に定める「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り

その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定め

る原因により生ずる被害」をいう。 
2 災害対策基本法第４２条の規定に基づき作成された市域の災害における予防・ 応急対策等の全般事項を定めた計画であ

り、震災編・風水害等編・大規模事故編・資料編から構成される。 
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 ２ 被害想定                              
   想定地震による建物被害、火災、人的被害、ライフライン被害等の予測結果は次のと

おり。約 5,000人が死傷し、2万人以上が避難すると予想される。 

 

項 目 
地殻内のごく浅い地震 

冬 18 時、風速 8m/s 

建物被害 全 壊 揺れ＋液状化 3,991 棟 

急傾斜地崩壊 106 棟 

総計※１ 4,097 棟 

半 壊 揺れ＋液状化 14,808 棟 

急傾斜地崩壊 246 棟 

総計※１ 15,054 棟 

火  災 炎上出火件数 48.7 件 

焼失棟数※２ 2,545 棟 

人的被害 死 者 建物被害 156 人 

火  災 168 人 

急傾斜地崩壊 6 人 

ブロック塀等・自動販売機等の転倒、屋外落下物 8 人 

総計（※１） 338 人 

負傷者 

 

建物被害 
3,998 人 

（487 人） 

火  災 
167 人 

（47 人） 

急傾斜地崩壊 
7 人 

（4 人） 

ブロック塀等・自動販売機等の転倒、屋外落下物 
266 人 

（104 人） 

総計※１ 
4,439 人 

（642 人） 

ライフラ

イン被害 

電力施設 停電率（1 日後） 47％  

都市ガス 供給停止率 100％ 

復旧日数 30 日 

ＬＰガス 転倒率 最大 30％ 

上水道 断水率（1 日後） 44％ 

供給率（１週間後） 75％ 

下水道 支障人口 17,279 人 

避 難 者 １日後 避難者数 23,310 人 

避難所避難者数 13,986 人 

帰宅困難者・滞留者 市内常住者 54,286 人 

市内に滞留する市外常住者 19,154 人 

総計※１ 73,440 人 

震災廃棄物 1,438 千ﾄﾝ 

※１ 内訳の合計と合わないことがある。（重複排除、四捨五入による） 
※２ 全壊した建物を含む。 

 

 

うち 

重傷者 



【第１章】災害時保健医療の体制 
 

 

3 
 

   揺れが強い市の南西部で、建物の被害率が高い。また、軟らかい地盤の江戸川沿いの

低地や谷底平野では、周辺より全壊率が高くなっている。さらに、古い建物の比率が多

い地区でも全壊率が高い。 

 
     （揺れによる建物全壊率）      （揺れによる建物被害率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 発災時間帯による対応の変化                    
   発災時刻に関わらず、指揮系統、病院及び救護所の役割分担は変わることがないが、

医療従事者等の人的資源は大きく変化する。 

   松戸市民全体の状況としては、平日日中は、都内に勤務している人が多く、夜間休日

は、大部分の人口が松戸市内に存在する。 

   医療機関勤務者については、平日日中は、市内の医療機関に勤務しているが、夜間休

日は市外に在住している者も多い。 

   また、一般に、被災状況下では道路の損傷や瓦礫等により搬送や救護は通常よりも困

難かつ危険が伴うことになる。日中は比較的容易に行えるものの、夜間はより危険が伴

う。 

   このような発災時間帯による状況の違いに応じた対応が必要である。 

 

 ＜発災時間別の状況＞ 

 発  災 平日日中 平日夜間・休日 

時間の割合 24% 76% 

医
療
従
事
者
の
所
在
地 

市内勤め・市内在住 市 内（自院） 市 内（自宅） 

市内勤め・市外在住 市 内（自院） 市 外（自宅） 

市外勤め・市内在住 市 外（自院） 
市 内（自宅） 

現在勤務無の医療従事経験者 市 内（自宅） 

病院・有床診療所の状況 普段の勤務者数で対応 少ない勤務者数で対応 

一般診療所・薬局の状況 普段の勤務者数で対応 休 診 

傷病者の行動 付近の診療所・病院へ行く 付近の避難所・病院へ行く 
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  （１）夜間・休日の発災 

   夜間・休日は、全時間帯の 76％を占めることから、この時間帯に発災する可能性が高

い。医療機関勤務者は自宅等にいる可能性が高い。 

 

   ①病院の状況 

    ○ 医師や看護師数が少なく、救急外来機能、入院患者の受入れ、手術などの能力

が低い状態にある。病院機能回復のために、早急に医師その他のスタッフを病

院に呼び寄せる必要があるが、病院が日中の稼働能力を発揮するまでにはある

程度の時間がかかる。 

    ○ 病院前救護所開設準備を早期に開始するが、病院機能が回復していない状況で

は、病院前救護所でのトリアージ後の患者の病院受け入れ能力がしばらくは限

られている。 

    ○ 夜間はヘリコプターが稼働できないので、夜が明けるまではヘリコプターでの

市外搬送が不可能である。 

   ②医師会医療機関の状況 

    ○ 医師や看護師は不在である。医師は自宅から病院前救護所または学校救護所に

参集する。 

    ○ 夜間には、医師の病院前救護所参集、班長医師の学校救護所参集は、特に危険

を伴う。懐中電灯、底の丈夫な靴、ゴーグル、マスク、手袋などを着用しての参

集が望ましい。 

   ③学校救護所の状況 

    ○ 市の救護本部の指示により救護所開設準備を早期に開始するが、夜間には危険

が伴うため、現実には夜明けを待って開設を行う。 

   ④避難所の状況 

    ○ 勤務地に関わらず松戸市在住の医療従事者・介護従事者が避難所に避難するた

め、避難者の中から、医療従事者・介護従事者のボランティアを募集しうる。 

   ⑤地域の傷病者の状況 

    ○ 夜間は日中より市内人口が多く、住民救護に多くの人材を投入できる。住民に

よる傷病者救護が積極的に行われるが、夜間は救護に危険が伴う。 

    ○ 夜間の発災では要配慮者の身体的危険が大きいため、要配慮者を緊急に救護し、

必要に応じて、福祉避難所等に搬送する必要がある。 

   ⑥在宅医療現場の状況 

    ○ 電源必要者に対して緊急性を持って電源確保を行うが、特に夜間は救護に危険

が伴う。 

    ○ 住民組織、訪問看護師等による患者の安否確認を行うが、特に夜間は安否確認

作業に危険が伴う。 

 

  （２）平日日中の発災 

   全時間帯の 24%を占めるにすぎず、この時間帯に発災する可能性は比較的低い。 

   医療機関勤務者は医療機関にいる可能性が高い。 

 

   ①病院の状況 

    ○ 設備や人員の損傷を除いては、日中の病院能力を発揮できる可能性がある。 

    ○ 病院前救護所開設準備を早期に開始し、目視が可能であり、トリアージ後の患

者受け入れは比較的スムーズに行われる。 



【第１章】災害時保健医療の体制 
 

 

5 
 

    ○ 天候状況が良ければ、重症者のヘリコプターでの市外搬送が即座に可能である。 

   ②医師会医療機関の状況 

    ○ 医師は自己の医療機関を閉めて病院前救護所または学校救護所に参集する（開

業医が単独で自院で被災者対応を行うと疲弊しかねないため、救護所でのグル

ープ診療に参加する）。 

    ○ 医師の病院前救護所参集、班長医師の学校救護所参集は、ある程度の危険を伴

う。日中でも、懐中電灯、底の丈夫な靴、ゴーグル、マスク、手袋などを着用し

ての参集が望ましい。 

   ③学校救護所の状況 

    ○ 救護本部の指示等により救護所開設準備を早期に開始する。 

    ○ 被災状況により、班長が一人しか参集していなくても、またその他の参集要員

が不完全であっても、可能な限り早期に診療を開始する。 

   ④避難所の状況 

    ○ 松戸市勤務の医療従事者等が主に避難所に避難するため、その中で、医療従事

者・介護従事者のボランティアを募集しうる。必要に応じて、それらのボラン

ティアの力を借りて、避難所での応急医療を開始する。 

   ⑤地域の傷病者の状況 

    ○ 住民による傷病者救護が積極的に行われる。住民による傷病者の病院搬送が積

極的に行われる。 

    ○ 夜間ほどではないが、要配慮者の身体的危険が大きい。要配慮者を緊急に救護

し、在宅避難が適切な者に対しては在宅避難状態での支援を開始し、自宅が損

壊している者や在宅生活が困難な者に関しては、必要に応じて、福祉避難所等

に搬送する。 

   ⑥在宅医療現場の状況 

    ○ 電源必要者に対して、緊急性を持って速やかに電源確保を行う。 

    ○ 住民組織、訪問看護師等による患者の安否確認を行う。 

    ○ 日中は、電源必要者のヘリコプターによる市外搬送が可能である。 

 

 ４ 新型コロナウイルス等の感染症を考慮した感染予防策          
   発災時の救護活動においては、常に、新型コロナウイルス等の感染症への感染の可能

性を考慮した救護活動を行う。 

   ①救護活動における新型コロナウイルス等の感染予防策 

    ○ 手指消毒、防護衣等の着用 

    ○ 間隔をあけたトリアージや診療設備の設営 

    ○ スタッフの交通制限、フロアや部屋を用いた感染遮断策（ゾーニング）を実施 

    ○ 被災者のワクチン接種歴の確認 

   ②クラスター発生時の対応の手順予測 

    ○ 隔離対応 

    ○ 治療 

    ○ 保健所連携 
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第３節 松戸市の災害時保健医療体制 
 

 １ 松戸市災害対策本部と救護本部の関係                  

   多くの人命を救うために最も重要な保健医療体制を確保するため、市災害対策本部で

の対応の中で保健医療を専門で担当する救護本部を別に設置して、対応に当たる。 

  （１）救護本部の構成団体 

    ① 松戸市保健医療部（健康医療部） 

    ② 松戸市医師会 

    ③ 松戸歯科医師会 

    ④ 松戸市薬剤師会 

    ⑤ 災害医療コーディネーター 

  （２）活動内容 

    ① 市内全般の救護及び保健活動に関わる調整 

    ② 医療救護班の編成及び医療救護活動 

    ③ 災害拠点病院・災害医療協力病院の被害状況、傷病者受入態勢等の医療に関する

情報を収集し、関係機関と情報共有 

    ④ 救護所の設置・運営 

    ⑤ 在宅療養患者（人工呼吸器患者等）の被災状況の収集と必要な支援 

    ⑥ 関係機関への要員派遣等の協力・応援要請 

 

 ２ 松戸健康福祉センター（松戸保健所）との連携              

   松戸健康福祉センター（松戸保健所）（以下、「松戸保健所」という。）は災害医療に

おける地域の拠点として位置づけられているが、松戸市・流山市・我孫子市の３市を管

轄しているため、松戸市の災害対応のみに注力できるわけではない。また、保健所の人

員数も限られ、災害医療現場の実務対応に人員を投下できる体制にはないが、千葉県が

行う松戸市への医療・救護の支援活動の窓口となるとともに、近隣市との災害対応連携

の調整役としての役割を担う。 

   また、医薬品等の供給支援、他県自治体からの保健師の派遣等の調整、及び災害現場

では感染症の感染拡大などが起こりやすく広域での対応が必要なことから、感染症コン

トロールの主導を担う。 

   なお、ＤＭＡＴの県内配置に関しては、千葉県ＤＭＡＴ調整本部が行うため、松戸保

健所では行われない。  



【第１章】災害時保健医療の体制 
 

 

7 
 

 ３ 指揮命令系統の体系及び関係機関・団体等の主な役割          

（１）指示命令系統 
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  （２）関係機関・団体等の主な業務 

    ① 千葉県災害医療本部 

     本 部 長：健康危機対策監  

     設置場所：千葉県庁本庁舎１１階会議室（本庁舎１３階医療整備課内） 

     構 成 員：健康福祉部関係課、県災害医療コーディネーター、千葉県医師会、 

日赤千葉県支部等 

     業  務 ： 災害医療対策の基本方針の決定、医療機関及び救護所の状況把握、関

係機関への支援要請と連絡及び調整、医療チームの編成・派遣、他県へ

の医療チームの派遣要請 等 

「ＤＭＡＴ調整本部（災害医療本部内）」 

     構 成 員：統括ＤＭＡＴ、ＤＭＡＴ隊員、千葉県職員 

     業  務：千葉県内におけるＤＭＡＴ活動方針の決定、他県等へのＤＭＡＴの派

遣要請、千葉県内で活動するＤＭＡＴの支援 等 

     

    ② 松戸保健所 

     業  務：医療機関の情報把握、備蓄医薬品・衛生材料の補給、職員派遣、、救護

所・避難所支援、在宅難病患者・在宅小児慢性特定疾患児支援・感染

症対策  等 

 

    ③ 松戸市災害対策本部 

     設置場所：松戸市役所別館 1階 

     業  務：松戸市地域防災計画に基づく市内全体の災害対応における総合調整、

方針決定 等 

 

    ④ 松戸市医師会 

    「松戸市災害時医療救護活動についての協定書」による。 

     業  務：救護本部への協力、市災害医療コーディネーターの支援、医師の派遣、

医療救護班の編成、病院の支援 等 

 

    ⑤ 松戸歯科医師会 

    「松戸市災害時歯科医療救護活動についての協定書」による。 

     業  務：救護本部への協力、歯科医師の派遣、医療救護班（法歯学的活動を含

む）の編成 等 

 

    ⑥ 松戸市薬剤師会 

    「災害時における医療救護活動についての協定書」による。 

     業  務：救護本部への協力、薬剤師の派遣、医療救護班の編成、医薬品・衛生

材料の供給・管理 等 

 

    ⑦ 千葉県看護協会松戸地区部会 

     業  務：救護本部への協力、看護師の派遣、医療救護班の編成 

 

    ⑧ 松戸市消防局 

     業  務：災害時の応急対策、傷病者の救出・救命処置・搬送業務 等 
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    ⑨ 松戸警察署・松戸東警察署 

     業  務：松戸市災害対策本部との連携、震災警備、救出・救護活動、緊急輸送

路交通規制、遺体の検視・搬送 等 

 

    ⑩ 陸上自衛隊松戸駐屯地 

     業  務：松戸市災害対策本部との連携、救出・救護活動、道路啓開、被災者支

援等 

 

    ⑪ 災害拠点病院 

     （３次病院） 

     病  院：松戸市立総合医療センター 

     業  務：超急性期における病院前救護所の設置と病院前トリアージ3、重篤な患

者の救命医療、災害医療協力病院等からの処置困難な傷病者（重症者）

の受入、域外搬送への対応、外部支援チームの運用、保有するＤＭＡ

Ｔの派遣、自施設被災状況・受入態勢をＥＭＩＳへ入力 

     （２次病院） 

     病  院：千葉西総合病院 

     業  務：自施設被災状況・受入態勢・医療救護班派遣の可能性等を救護本部へ

連絡、超急性期における病院前救護所の設置と病院前トリアージ、傷

病者・中等症者・重症者への医療処置、自施設被災状況・受入態勢を

ＥＭＩＳへ入力 

 

     ※重症系ベッド数 

病院名 ＩＣＨ 救命ＨＣＵ 院内ＨＣＵ 

松戸市立総合医療センター 16 床 16 床 12 床 

千葉西総合病院 20 床 - 6 床 

 

    ⑫ 災害医療協力病院（２次病院等） 

     病  院：新東京病院、新松戸中央総合病院、東葛ｸﾘﾆｯｸ病院、山本病院、五香病

院、三和病院、松戸整形外科病院 

     業  務：自施設被災状況・受入態勢・医療救護班派遣の可能性等を救護本部へ

連絡、超急性期における病院前救護所の設置と病院前トリアージ、傷

病者・中等症者・重症者への医療処置、自施設被災状況・受入態勢を

ＥＭＩＳへ入力 

     ※病院・救護所の配置図は第５章 資料編Ｐ49「救護所の配置」参照 

 

    ⑬ 上記以外の病院 

     業  務：自施設被災状況・受入態勢等をＥＭＩＳへ入力、自施設の診療を継続、

傷病者・中等症者・重症者への医療処置 

 

    ⑭ 専門的医療を提供する医療機関、有床診療所 

    【人工透析医療機関】 

     業  務：自施設被災状況・受入態勢を救護本部へ連絡、日本透析医会災害時

情報ネットワークに情報登録、透析患者の受入 

 
3 「トリアージ」とは、大規模災害時に多数の傷病者が発生した場合に、短時間で最善の救命効果を得るため、傷病者の

傷病程度により処置や搬送の優先度を定め、救命の順序を決めるもの。（詳細は、「第３章 第１節トリアージ」に記載） 
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    【産科医療機関】 

     業  務：自施設被災状況・受入態勢を救護本部へ連絡、妊産婦の受入 

    【有床診療所】 

     業  務：自施設被災状況・受入態勢をＥＭＩＳへ入力、自施設での診療を継

続 

 

    ⑮ 一般診療所（無床診療所） 

     業  務：医師は、松戸市医師会マニュアル等に基づき、学校救護所及び病院

前救護所へ参集し、トリアージ活動・応急処置 

          ※参集不可能な場合は、各施設で医療活動を継続 

          ※診療所に勤務する看護師等は、必要に応じて、医師と行動を共に

する。 

 

    ⑯ 歯科診療所 

     業  務：医師は、松戸歯科医師会マニュアル等に基づき、学校救護所及び病

院前救護所へ参集し、トリアージ活動・応急処置、その他の傷病者

対応 

          ※参集不可能な場合は、各施設で医療活動を継続 

 

    ⑰ 薬局 

     業  務：薬剤師は、「松戸市薬剤師会災害対策マニュアル」等に基づき、学

校救護所及び病院前救護所へ参集し、医薬品・衛生材料の管理・要

請、トリアージ活動の補助 

          ※参集不可能な場合は、各施設で医療活動を継続 

 

    ⑱ 学校救護所 

     場  所：殿平賀小学校等 計 17箇所 

     責 任 者：医療救護班長（医師） 

     要  員：医師、歯科医師、薬剤師、看護師、事務員、市職員、その他関係機関

からの派遣要員 

     業  務：軽・中等症者に対する応急手当、傷病者のトリアージ、後方医療機関へ

の搬送手続き、医療機関の被災により受診が困難になった患者の医療

の実施及び代替医療施設等の情報提供 

 

    ⑲ 病院前救護所 

     場  所：災害拠点病院及び災害医療協力病院 計 9箇所 

     責 任 者：各病院の計画による。 

     要  員：医師、歯科医師、薬剤師、看護師、事務員、市職員、その他関係機関

からの派遣要員 

     業  務：軽・中等症者に対する応急手当、傷病者のトリアージ、後方医療機関へ

の搬送の手続き、医療機関の被災により受診が困難になった患者の医

療の実施及び代替医療施設等の情報提供 
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    ⑳ 在宅医療・福祉サービス提供事業者 

     業  務：訪問看護事業所は、各種マニュアル等に基づき、在宅患者の安否確

認、治療・搬送を行う。 

          居宅介護支援事業所・介護サービス事業所は、各種マニュアル等に

基づき、在宅患者の安否確認、搬送を行う。 

 

    ㉑ 避難所 

     業  務：避難者の収容、要配慮者4等に対しての福祉避難所5への適切な避難者

の収容、避難傷病者の適切な救護所への患者搬送 

 

 

第４節 千葉県災害医療本部との調整事項 
 

 １ 概要                                 
   救護本部は、様々な情報を千葉県災害医療本部と共有し、活動における必要な事項

を調整する。 

 

 ２ 調整事項                             
  （１）報告内容 

    ① 救護本部の設置状況 

    ② 学校・病院前救護所の設置状況 

    ③ その他、定時連絡が必要な事項等は別途千葉県の連絡による 

  （２）情報収集内容 

    ① 千葉県及び他都道府県のＤＭＡＴの派遣状況 

 

 ３ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）6からの情報収集 
  （１）災害拠点病院・災害医療協力病院の被災状況・傷病者の受入可否 

  （２）広域搬送が必要な傷病者情報 

  （３）被災地外医療機関の傷病者受入について 

 

 ４ 要請事項                              
  （１）広域搬送（救急車両やヘリによる搬送等）要請 

  （２）医療救護班（ＪＭＡＴ、ＤＭＡＴ）の派遣要請、医療器具及び医薬品等の供給 

 

 

 

 
4 「要配慮者」とは、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦等、災害時に特別な配慮を要する人 
5
 「福祉避難所」とは、高齢者、障害者等、特別な配慮を要する人を受け入れる避難所 

6
 「ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）」とは、大規模災害時において、被災した都道府県を超えて医療機関

の稼働状況など災害医療に関わる情報を共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種情報を集約・

提供するための情報共有システム。ちば救急医療ネットのホームページ内にリンクしている。 
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第２章 災害時保健医療の活動内容 

 

 

第１節 災害時保健医療救護活動の基本方針 
 

 １ 超急性期(７２時間以内)                      
  （１）救護本部の設置・活動 

   ○ 救護本部参集要員は、市域で震度５強以上の地震が観測された場合や市長の指示

等があった場合、直ちに救護本部を設置する。 

   ○ 市災害医療コーディネーターは、救護本部において、市内の医療救護活動のコー

ディネートを行う。 

   ○ 救護本部は、関係機関と連携し、死傷者の発生場所・規模及び病院の被害の状況

を収集し、当面の医療救護活動の対策を確立する。 

   ○ 救護本部は、被災状況を早期に確認し、どの病院前救護所および学校救護所を稼

働させるかを速やかに決定し、救護所参集者に周知する。 

   ○ 救護本部は、毎日、市全体の被災と状況変化について定期的に情報をとりまとめ、

関係者への定期的な情報提供を行う。 

  （２）傷病者の医療救護 

   ○ 震度６弱以上の地震発生時は、災害拠点病院・災害医療協力病院前に設置する病

院前救護所、学校救護所及び診療所において、トリアージを実施する。 

   ○ トリアージに基づき、中等症・重症者を災害拠点病院と災害医療協力病院で受入、

軽症者は学校救護所、診療所、トリアージ実施場所（病院前救護所）において対

応し、効果的な超急性期の医療救護活動を実施する。 

   ○ 中等症・重症者への医療救護活動対応能力を向上させるため、松戸市内の医師、

歯科医師、薬剤師等は、災害拠点病院、災害医療協力病院へ参集し、トリアージ・

救護所活動を実施する。 

   ○ 医療救護班長等は、原則として学校救護所に集合する。 

   ○ 手術等が必要な患者や重症者で被災地外に搬送可能な者を被災地外の安全な場所

に搬送し、安定した環境で治療可能とする。 

   ○ 派遣されるＤＭＡＴは，災害拠点病院に設置されるＤＭＡＴ活動拠点本部により、

災害協力病院等に適切に配分される。 

   ○ 市内の備蓄又は入手可能な医薬品を活用する。 

  （３）在宅療養患者・要配慮者支援 

   ○ 応急医療を要しない被災者の状況把握に努め、超急性期以降の保健医療活動へ体

制を変換するための準備を行う。 

   ○ 在宅医療サービス事業者と連携し、事前トリアージに基づき、電力が必要な在宅

患者の電源確保、急性期医療が必要な在宅避難者を支援する。 

   ○ 要配慮者のうち、事前トリアージに基づき、人工透析患者など 72 時間以内に治療

が必要な患者を適切に支援する。被災地外に搬送可能な者を被災地外の安全な場

所に搬送し、安定した環境で治療可能とする。 

  （４）受援体制の構築 

   ○ 急性期以降本格化する被災地外からの応援派遣を見据え、医療機関・救護所、避

難所、在宅における保健医療ニーズの収集に努める。 

   ○ 応援チーム及び医療職ボランティアの適切な配置・組織化を行い、外部人材の力

を効果的に運用する。 
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 ２ 急性期(７２時間以降～１週間)                   
   ○ 病院前救護所を閉鎖し、各診療所、学校救護所、巡回医療活動を逐次充実させ、

避難所及び在宅避難者等、地域における保健医療救護活動を強化する体制へ変換

する。 

   ○ 災害拠点病院及び災害医療協力病院の医療救護活動を引き続き維持･向上させる。 

   ○ 救護本部及び市災害医療コーディネーターは、医療機関・救護所、避難所、在宅

における保健医療ニーズに基づき、ＪＭＡＴ等の外部支援チームを適切に運用す

る。 

   ○ 県と連携して、医療器材及び医薬品を補給する。 

 

 ３ 亜急性期（１週間～１ヶ月）                    
   ○ 避難所生活の中長期化に伴い、避難所生活での体調不良者、慢性疾患患者に対す

る医療活動、感染症対応、避難所避難者・在宅避難者の健康管理が重要になる。 

   〇 そのため、市医師会・歯科医師会・薬剤師会や松戸保健所と連携し、外部支援チ

ームの力も活用しながら巡回医療や健康相談により、疾患予防・感染予防や心理

的ケアを行い、災害関連死、二次健康被害を予防する。 

   〇 住居を失った者に対しては、円滑な仮設住宅への移行を推進するとともに、経済

的支援と同時に、孤立死対策、自殺対策に重点を置いて、医療・福祉の多職種に

よる支援を継続する。 

 

（災害時医療救護活動の流れ） 

※千葉県災害医療救護計画（千葉県健康福祉部）より 
一次救護 被災地域内の救護所や医療施設で、負傷者等に最初に行われるトリアージや応急

治療 

二次救護 一次救護の結果さらに治療が必要と判断された患者に対し、主に被災地域内の医

療機関で実施される医療活動 

三次救護 二次救護の結果さらに治療が必要と判断された患者や、二次救護に関わる医療機

関の医療機能を維持するために転院が求められた患者に対し、被災地の周辺地域

や遠隔地の医療機関で実施される医療活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【第２章】災害時保健医療の活動内容 
 

 

14 
 

第２節 部門別の活動内容・参集基準等 
 

 １ 部門別活動内容                          

部門 主な活動内容 

救 

護 

本 

部 

健康医療部 

○職員の参集・配置     ○本部レイアウト設置  

○ＥＭＩＳ立ち上げ・入力  ○三師会との連携     

○災害対策本部からの情報収集（被災状況・避難所状況・輸送体制等） 

○医療機関の被災状況・受け入れ態勢の把握 

○救護所の状況把握     ○傷病者数（特に重症）の把握 

○救護所への市職員派遣及び医師等の派遣調整 

○医療的ケアを要する在宅避難者の把握 

○医薬品の搬送・緊急調達  ○本部会議資料準備・会議開催 

○受援体制の構築      ○不足する人員要請・受け入れ 

医師会長 

（又は代理者） 

○救護本部参集       ○被災状況把握 

○対応方針の決定 

災害医療 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

○救護本部参集       ○被災状況把握 

○対応方針の決定      ○ＤＭＡＴとの連携 

○重症者の把握、要移送者の把握 

○医療的ケアを要する在宅避難者の把握 

医師会 

担当者 

○救護本部参集       ○医師会員の被災状況把握 

○医師会員の救護所への派遣調整 

歯科医師会長 

（又は代理者） 

担当者 

○救護本部参集       ○歯科医師会員の被災状況把握 

○歯科医師会員の救護所への派遣調整 

薬剤師会長 

（又は代理者） 

担当者 

○救護本部参集       ○薬剤師会員の被災状況把握 

○薬剤師会員の救護所への派遣調整 

○医薬品・衛生材料の状況把握 

医師会員 
○施設内被災状況把握    ○患者の安全確保・応急処置 

○診療機能の回復    

○救護所の参集・開設準備、トリアージ、応急処置 

歯科医師会員 

○施設内被災状況把握    ○患者の安全確保・応急処置 

○診療機能の回復      ○緊急歯科治療     

○救護所の参集・開設準備、トリアージ、応急処置 

○状況により身元確認等の検視支援 

薬剤師会員 

○施設内被災状況把握    ○患者の安全確保・応急処置 

○診療機能の回復   

○救護所の参集・開設準備、医薬品供給・管理・要請 

災害拠点病院 

（病院前救護所） 

○院内被災状況の把握    ○患者の安全確保・応急処置 

○病院機能の回復      ○ＥＭＩＳ入力 

○病院前救護所の開設準備・トリアージ・応急処置 

○中等症、重症者の受入れ  ○転院、広域搬送調整 

○ＤＭＡＴ、医師等の派遣要請・受け入れ 

○医薬品・衛生材料の要請・受け入れ  

災害医療協力病院 

（病院前救護所） 

○院内被災状況の把握    ○患者の安全確保・応急処置 

○病院機能の回復      ○ＥＭＩＳ入力 

○病院前救護所の開設準備・トリアージ・応急処置 

○中等症、重症者の受入れ  ○転院、広域搬送調整 

○ＤＭＡＴ、医師等の派遣要請・受け入れ 

○医薬品・衛生材料の要請・受け入れ  
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部門 主な活動内容 

学校救護所 
○予め指定された医師等の参集・開設準備 

○トリアージ・応急処置       ○中等症、重症者の搬送 

避難所・福祉避難所 
○避難所の中の傷病者の把握・報告 

○市災害対策本部・救護本部との連絡、必要な医療活動の要請 

訪問看護連絡協議会 ○事前トリアージに基づき、電力が必要な在宅患者の電源確保 

○在宅患者の安否確認、急性期医療が必要な者を搬送 

○福祉避難所への応援 居宅介護支援専門員協議会 

社会福祉協議会 

（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ） 

○ボランティアの受付 

○ボランティアの受け入れについて救護本部と連携 

 

 ２ 参集基準等                             

場所 参集基準 参集要員 設置基準 

救護本部 

・市域で震度５強 

以上観測 

または、 

・市長の指示がある

場合や健康医療部

長が必要と認めた

場合 

・健康医療部員 

・医師会長（又は代理者） 

・災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

  医師会選出 

  総合医療ｾﾝﾀｰ選出 

・医師会担当者 

・歯科医師会長 
（又は代理者） 

・薬剤師会長 
（又は代理者） 

・市域で震度５強以上

の地震が観測された

場合 

または、 

・市長の指示がある場

合や健康医療部長が

必要と認めた場合 

病院前救護所 

・救護本部の 

指示 

または、 

・市域で震度６弱 

以上観測 

・健康医療部員 

・医師会員 

・歯科医師会員 

・薬剤師会員 

・救護本部の要請 

または、 

・被災状況等から設置

が必要と判断される

場合（要請を待たず

設置） 

学校救護所 

・救護本部の指示 

または、 

・被災状況等から設置

が必要と判断される

場合（指示を待たず

設置） 
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第３節 松戸市救護本部の活動内容 
 

 １ 概要                                 
   救護本部は、市災害対策本部が設置された場合に、市災害対策本部と連携し、市内に

おける保健医療救護活動の総合調整を行う。 

 

 ２ 組織及び役割                             
  （１）本部長［健康医療部長］  

    市の保健医療救護活動方針の決定、救護所設置の指示等、救護本部の指揮を執る。 

  （２）医師会長（又は代理者） 

    本部長とともに、市の保健医療救護活動の全般をマネジメントする。 

  （３）災害医療コーディネーター［指定された医師］ 

    市の保健医療救護活動の対策立案・総合調整を実施する。 

医師会選出の 

災害医療コーディネーター 

主に、一次トリアージと重症者の振り分け、救護所での入院

を要さない患者の治療、要配慮者医療や在宅医療に関する総

合調整等を行う。病院・学校救護所、避難所・福祉避難所の

医学管理、在宅医療患者の医学管理等に従事する。 

市立総合医療センターの 

災害医療コーディネーター 

主に、救護所内外での重症者治療、急性期病院における救護

医療、ＤＭＡＴの受入れと配置、被災地外への搬送マネジメ

ントを行う。 

  （４）各対策班［健康医療部、松戸市医師会、松戸歯科医師会、松戸市薬剤師会］ 

総括班 

 健康医療部 

・本部内各班の対応状況を管理する。 

・対応状況の本部長への報告（重要事項は即時）、本部長指示事項・

本部決定事項の各班への伝達等を行う。 

・資料作成（本部会議用、外部情報提供用）を行う。 

企画班 

 健康医療部 
・情報分析、対応内容の検討を行い、各班と対応内容を調整する。 

情報班 

 健康医療部 

・ＭＣＡ無線機やＥＭＩＳ等での情報収集、クロノロジー作成、状況

図作成を行う。 

・ＭＣＡ無線機担当、ＥＭＩＳ担当、クロノロ担当を配置する。 

救護所・在宅医療班 

 健康医療部 

 医師会 

 歯科医師会 

 薬剤師会 

・救護所の統括、搬送マネジメントを行う。 

・市医療職、三師会員の派遣・調整を行う。 

・各会員（医師等）への連絡・調整を行う。 

・在宅療養患者支援に関する総合調整を行う。 

調整班 

 健康医療部 

 医師会 

 薬剤師会 

・関係機関、協定団体等から医薬品や燃料等の物資を調達し、供給す

る。 

・関係機関、協定団体等から人員を調達し、派遣する。 

総務班 

 健康医療部 

・救護本部への参集状況整理、勤務ローテ管理、施設管理、消耗品手

配などの庶務を行う。 

・救護本部と健康医療部内各課及び庁内の連絡窓口となる。 

・救護本部に参集した関係機関の受付、整理を行う。 

   ※受援や保健活動の調整を担う部門をフェーズに応じて設置する。 

    →受援：医療機関・救護所、避難所、在宅における保健医療のニーズに基づいて、

ニーズと供給のマッチングを行う。この際、ＤＭＡＴ・ＪＭＡＴ、他自治体から

の派遣される保健師以外の外部からの専門職ボランティア（専門職団体・編成さ

れたチーム・個人）の受入れを松戸市災害ボランティアセンター（社会福祉協議

会）と連携して実施する。 
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    →保健活動：三師会や要配慮者等への支援の中心となる福祉長寿部と連携し、災害

関連死・二次健康被害予防を中心とした巡回医療・健康相談を実施する。 

 

 ３ 要員の参集                            

   救護本部の各要員は、次の基準で中央保健福祉センターに参集する。 

   【参集基準】 
 

災害種別等 参集時期（自動・指示） 

地震 

（市域で震度５強以上観測） 

各自で震度を確認後、自動参集 

※震度が確認できない場合等で参集の判断ができない

ときは、進んで各参集場所に参集する。 

その他、市長の指示がある

場合や健康医療部長が必要

と認めた時 

必要に応じて電話等による連絡網で参集の指示を

受けた場合に参集 

 

 ４ 設置等                               
  （１）設置基準 

    市域で震度５強以上の地震が観測された場合、または、市長の指示がある場合や健

康医療部長が必要と認めた場合に設置する。 

  （２）設置場所 

     第１順位：中央保健福祉センター   

     第２順位：松戸市衛生会館 

     第３順位：松戸市立総合医療センター 

  （３）本部長及び本部長代理 

    本部長は健康医療部長とし、必要に応じて代理を充てる。  

     第１順位：健康医療部統括課長 

     第２順位：健康医療部統括課長の次の職位の者 

  （４）使用する備品等の準備  

    情報活動のための通信機器、情報整理のための備品（ホワイトボード、記録用紙、

地図等）、夜間や停電時の対応のための照明（懐中電灯等）等を準備する。 
 

 ５ 活動事項                                
  （１）三師会、医療機関等の被害状況の把握と整理 

  （２）医療機関の傷病者受入態勢に係る情報収集 

  （３）ＥＭＩＳの代行入力（市職員が医療機関スタッフに代わって入力する作業） 

  （４）市災害対策本部への報告・調整 

  （５）定期的な連絡会議（1日 1回以上）の開催、関係機関との情報交換・調整 

  （６）学校・病院前救護所の設置検討・指示 

  （７）学校・病院前救護所の設置・運営 

  （８）医薬品・衛生材料の輸送、各要員の派遣 

  （９）医療機関、救護所、避難所の傷病者の把握、搬送手段、搬送先の調整 

  （10）医薬品・衛生材料の流通状況、補充調整、調達 

  （11）在宅療養患者支援の総合調整 

  （12）遺体収容所の設置・運営 

  （13）巡回医療、健康相談の総合調整 

  （14）千葉県災害医療本部との情報共有及び調整 
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  （15）千葉県医療救護班派遣、ＤＭＡＴ派遣の要請と受入れ・配置 

  （16）関係機関への要員派遣等の協力・応援要請 

  （17）外部支援チーム、その他専門職ボランティアの受入れ・調整 

  （18）広報 

  （19）その他、状況に応じた必要事項 

 

 ６ 留意事項                              
   救護本部や救護所等の医療従事者の疲労予防のため、休憩・食事・交代等について考

慮する（外部支援チーム/外部ボランティア含む）。 
 

 

第４節 各医療機関の役割 
 
  市内各医療機関の役割分担は、原則、以下のとおりとする。 

種 別 役 割 

病 院 

災害拠点病院 

・病院前救護所設置とトリアージ 

・中等症、重症患者の受入、処置 

・他機関からの重症者の受入 

災害医療協力病院 
・病院前救護所設置とトリアージ 

・中等症、重症患者の受入、処置 

専門的医療を行う病院 

（透析、産科） 
・自施設での専門的医療の継続 

一般的医療を行う病院 ・自施設での医療の継続 

診療所 

歯科診療所 

専門的医療を行う診療所 

（透析、産科） 
・自施設での専門的医療の継続 

有床診療所 ・自施設での医療の継続 

一般的医療を行う診療所 ・救護所での医療活動への協力＊ 

薬 局 
・救護所での医療活動への協力＊ 

・薬局の業務継続 

  （＊）救護所への参集が不可能な場合は、自施設での医療を継続 

     救護所へ参集する際は、自院の入口等に救護所で医療活動を行っている旨の掲示

を行う 

 

 １ 災害拠点病院の活動内容                        
  （１）指定要件 

    災害拠点病院は厚生労働省によってその要件が定められ、県の承認にて指定される。 

   多発外傷や挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を

行うための高度な診療機能を有する必要がある。東葛北部地区では、松戸市立総合医

療センター、慈恵医大柏病院、千葉西総合病院が指定されている。 

    ① ２４時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行

うこと 

    ② 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること 

    ③ 災害派遣医療チーム (DMAT) を保有し、その派遣体制があること 

    ④ 救命救急センターもしくは第二次救急医療機関であること 

    ⑤ 地域の二次救急医療機関とともに定期的な訓練を実施すること。又、災害時に地

域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること 

  （２）超急性期 (７２時間以内) 
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    ①松戸市立総合医療センター災害対策本部の設置 

     ○ 災害規模に応じた職員召集体制を敷いている。 

     ○ 自主参集職員は協議の上、参集レベルと災害時事業継続計画（BCP）運用の適

否を判断する。 

     ○ BCP運用適応判断をもって災害対策本部設置とする。 

     ○ 災害対策本部長は原則として病院長とする。 

      ＊対象とする災害 

      ・松戸市民の医療需要が松戸市立総合医療センターの医療供給を上回る可能性

のある、以下の２項目を満たすあらゆる災害 

      ・松戸市地域防災計画に定める震災及び風水害、大規模事故 

      ・参集職員が BCPの運用が妥当と判断 

    ②松戸市立総合医療センター受入れ体制  

     ○ 災害時はトリアージポストを設置し，重症度に応じた診療エリアに適宜誘導

する。 

     ○ 災害拠点病院として各種組織からの重症傷病者の受け入れを行う。受入れは

千葉県東葛北部地域に留まらず、東京都や埼玉県からも要請に基づき収容す

る。 

     ○ 入院中の重症患者を下記重症系ベッドから一般病棟に移動させ、可能な限り

院外からの重症傷病者を受け入れることができるようにする。 

      ＊病床数 

      ・Intensive Care Unit (ICU)：16 床 

      ・救命 High Care Unit (HCU)：16 床 

      ・院内 High Care Unit (HCU)：12 床 

    ③松戸市立総合医療センターからの域外搬送  

     ○ 多数の重症傷病者が市立総合医療センターに収容されたが病院の対応能力を

超えている場合は、被災地外に素早く搬送を行う。 

     ○ 傷病者情報は EMIS に入力し、松戸市および千葉県災害医療本部に連絡する。 

     〇 ＤＭＡＴの搬送機能を用いて車両またはヘリコプターで搬送する。ヘリコプ

ター搬送は、災害拠点病院からの搬送を基本とする。なお、松戸市運動公園

からのヘリコプター搬送も可能である。 

    ④災害現場への医師等の派遣 

     災害現場に医師等を派遣する要請があり、同院災害対策本部が派遣可能と判断し

た際は、病院長は、医師、看護師及び運転手(又は事務職員)を災害現場に出動させ

ることができる。 

  （３）超急性期以降 (７２時間以降) 

    ①外部支援チーム（ＤＭＡＴ等）との共同運用 

     ○ 被災地外からの支援チームの協力を得て、引き続き東葛北部地域の災害医療

の中心的役割を担っていく。 

     ○ 支援チームは同院の常勤医療スタッフと交代勤務を行い、災害拠点病院とし

ての機能を維持していく。 

    ②災害医療協力病院への患者転院  

     市立総合医療センターで状態が落ち着いている傷病者は、災害医療協力病院への

転院を進める。必要に応じて、福祉避難所、在宅医療フィールド等への退院調整を

行う。 

    ③災害医療協力病院への支援  

     支援要請のあった災害医療協力病院へ，救護本部と協力し人的物的支援を行う。 
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 ２ 災害医療協力病院の活動内容                     
  （１）超急性期(７２時間以内) 

    ○ 中等症及び重症者の受入れを重視して医療救護活動を実施する。 

    ○ 発災後７２時間までは病院敷地内において、近隣の医師（松戸市医師会）、歯

科医師（松戸歯科医師会）、薬剤師(松戸市薬剤師会)等の応援により病院前救

護所を設置してトリアージを行い、中等症及び重症者の院内への受入れを実施

する。軽症者については、病院前救護所において可能な範囲で応急処置を実施

する。 

    ○ 傷病者の重症度に応じ、救護本部、消防局、ＤＭＡＴと連携し、災害拠点病院

あるいは市外の病院への転院及び搬送、自宅または福祉避難所への退院を実施

する。 

    ○ 在宅医療を支援する。 

    ○ 院内に災害対策のための本部を設定し、各病院の災害対策マニュアルに基づき

行動する。 

    ○ 医療機関の情報をＥＭＩＳ(広域災害救急医療情報システム)へ入力し、情報の

共有を進める。 

  （２）急性期以降(７２時間以降) 

    ○ 救護本部と連携し医療救護活動を実施する。 

    ○ 病院前救護所を閉鎖し、応援医師等を解散させる。 

    ○ 救護本部と連携し、避難所・福祉避難所医療の支援の実施や在宅医療支援

を継続する。 

 

 

第５節 救護所の設置 
 

  震度６弱以上の地震発生時等、通常の医療体制では対応できない場合、救護所を設置す

る。 
 病院前救護所 学校救護所 

①目的 ○病院前救護所においてトリアージ

を行い、重症者・中等症者等に対

する病院の診療機能を確保 

○病院前救護所がない地域における

医療機能の提供 

○避難生活長期化による被災者の健

康管理等 

②開設期間 ○発災６時間後から７２時間 ○発災２４時間後から 

※閉所は、地域の医療機能の回復状

況から判断 

③設置場所 ○市内災害拠点病院及び災害医療協

力病院 

 全９病院 

○市内小・中学校の一部 

 

 全１７箇所 

④機能 

活動事項 

○トリアージ 

○軽症者（慢性疾患等含む）に対す

る治療 

○中等症・重症者に対する院内受入

れ又は搬送までの応急処置 

○トリアージ 

○軽症者（慢性疾患等含む）に対す

る治療 

○受入可能医療機関への搬送 

○中等症・重症者に対する応急処置 

○避難者等に対する健康相談 

⑤従事者 

（参集要員） 

○病院スタッフ 

○医師会、歯科医師会、薬剤師会か

らの派遣要員 

○市職員 

○医師会、歯科医師会、薬剤師会か

らの派遣要員 

○市職員 
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 [救護所開設の流れイメージ図] 

 
 

 １ 学校救護所の活動内容                        
  （１）概要  

    学校救護所は、救護本部の指示に従い、あらかじめ指定した場所に設置し、被災住

民のトリアージと応急処置及び傷病者の搬送等、円滑な医療救護活動を行うための拠

点として位置付け、医療救護班長（医師）の指揮の下、医療救護活動を実施する。 

  （２）組織及び役割  

    組織に基づき各職種の専門知識・技術を生かして次の役割を担うことを基本とし、

必要に応じて、その場で必要とされる業務に各要員が協力して柔軟に対応するものと

する。 

    ①責任者［医療救護班長（医師）］ 各学校救護所 2名 

     救護所要員の確保、傷病者の受入れや救護本部との派遣要員、搬送先医療機関の

調整等、学校救護所の指揮を執る。 

    ②派遣要員［医師］松戸市医師会のマニュアル等に基づき参集 

     ア トリアージの実務リーダー 

     イ 重症者・中等症者の病院への搬送指示等 

    ③派遣要員［歯科医師・看護師］ 松戸市歯科医師会や所属機関のマニュアル等に

基づき参集 

     ア トリアージの補助 

     イ 軽症者の応急処置等 

     ウ 応急処置を待つ者への対応、応急処置後の患者の状態管理 

     エ 搬送の補助 

     オ 医療空間や療養空間の環境整備 

     カ 傷病者の精神的支援 

     キ コミュニケーションに時間を要する要配慮傷病者（聴覚障害者・視覚障害者・

言語の障害がある者・外国人等）への対応 



【第２章】災害時保健医療の活動内容 
 

 

22 
 

    ④派遣要員［薬剤師］ 松戸市薬剤師会災害対策マニュアル等に基づき参集 

     ア トリアージの補助 

     イ 軽症者や慢性疾患患者等への服用薬の聞き取り、受診の必要性の振り分け 

     ウ 医師の処方に基づく調剤 

     エ 一般用医薬品の管理と軽症者への提供 

     オ 医療用医薬品・衛生材料の管理・要請 

    ⑤派遣要員［市職員］ 

     ○事務職 

     ア 救護所設営用品の確保と設営、医療材料、食料・飲料水の調達・管理 

     イ トリアージの受付、トリアージタグの記載管理 

     ウ 救護本部との連絡手段の確立、連絡・調整 

     エ 近隣の稼働している医療機関の確認 

     オ 医療職と協力して、搬送の調整等 

     カ ボランティアの要請と配置 

     ○医療職 

     ア トリアージ及び応急処置の補助、医療用品・薬剤の確保 

     ○事務職・医療職共通 

     ア 医療空間・療養空間の環境整備 

     イ 傷病者の精神的支援 

     ウ コミュニケーションに時間を要する要配慮傷病者（聴覚障害者・視覚障害者・

言語の障害がある者・外国人等）への対応 

     エ 傷病者及び家族の問合せや相談への対応 

  （３）要員の参集 

    ①参集要件 

     学校救護所の各要員は、市域で震度 6弱以上が観測された場合や風水害等により

同等の被災状況が生じた場合、自動的に各学校救護所に参集する。その他、救護本

部の指示があった場合に参集する。 

     この際、医療救護班長に指名されている医師や歯科医師会・薬剤師会の指定要員

は必ず参集する。 

     なお、指名する医師等は、可能な限り、夜間・休日においても迅速に参集できる

医師を指名する。 

    ②参集人員の配分 

     ○医療救護班長（医師会医師）は必ず参集する。 

     ア 班長は原則 2名とし、初期には 2班に分かれてトリアージブースを 2列で実

施する。 

     イ 傷病者が多い場合、班長の判断で、医師会医師をリーダーとしたトリアージ

ブースを増設し、3列以上のトリアージを実施する。 

     ウ トリアージブースの数は、訪れる傷病者数の時間経過によって、班長の判断

で増減する。また、必要に応じて、班長は、二次トリアージを実施する。 

     ○その他の参集した医師等の配置は、班長が指示する。 

     ア 班長は、専門職等の人員が十分に集まらない状態でも可及的速やかに救護所

を立ち上げ、可能な救護活動を速やかに開始する。不足する人員は、救護本

部への要請や避難してきた者の中から医療従事者を募る等して確保する。 

     イ 傷病者に比較して多くの医師・看護師・歯科医師・薬剤師等が参集した場合、

班長の判断で、病院前救護所、避難所等での医療活動に人員を配分する。 

     ○市職員は、救護所に直行して設営・トリアージ物品整備等に関与する者を予め

設定しておき、発災時に適切に参集する。 
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  （４）設置等 

    ①設置基準  

     ○救護本部の指示に基づき設置する。 

     ○状況が不明若しくは被災状況から必要と判断される場合や傷病者がすでに集ま

っている場合は救護本部の指示を待たずに、参集と同時に設置し、活動を開始

することを妨げない。 

    ②設置場所（17 箇所） 

№ 管 轄 施  設  名 所  在  地 ＭＣＡ 電  話 

１ 
小   金 

殿 平 賀 小 学 校         殿平賀339－1 00289 344-8621 

２ 小 金 小 学 校         小金355 00290 341-0450 

３ 小 金 原 栗 ヶ 沢 小 学 校         小金原7－16 00291 341-2640 

４ 

常 盤 平 

常盤平第二小学校 常盤平4－18 00292 386-1331 

５ 常盤平第三小学校 常盤平西窪町25－1 00293 387-4605 

６ 松飛台第二小学校 松飛台59 00294 385-4111 

７ 六   実 六実第三小学校         六高台3－141 00295 384-3161 

８ 
東   部 

市立松戸高等学校 紙敷2－7－5 00296 385-3201 

９ 東 部 小 学 校         高塚新田382－1 00297 391-2971 

10 
矢   切 

第 二 中 学 校         小山685 00298 363-7205 

11 大 橋 小 学 校         二十世紀ヶ丘梨元町32 00299 392-2921 

12 
本庁第一 

相 模 台 小 学 校         岩瀬434－2 00300 363-4245 

13 寒 風 台 小 学 校         松戸新田316－25 00301 363-1048 

14 本庁第二 古 ヶ 崎 中 学 校         古ヶ崎2515－1 00302 366-0420 

15 馬   橋 八 ヶ 崎 小 学 校         八ヶ崎6－53－１ 00303 342-1094 

16 
新 松 戸 

馬 橋 北 小 学 校         新松戸南2－1 00304 344-8586 

17 小 金 中 学 校         新松戸北2－16－11 00305 341-0646 

 

    ③学校救護所の責任者 

     各学校救護所の責任者は、医療救護班長（医師）とする。班長が 2 名参集してい

る場合は、2 人の合議による運営を行う。初期には、班長一人ずつ、それぞれ 2 班

に分かれて 2列のトリアージブースを運営する。 

    ④使用する資機材等の準備 

     保健室に保管されている災害用医療資器材を活用し、活動環境を確保する。 

     また、同資器材等が不足する場合は、支所等（10箇所）保管の災害用医療資器材

を活用したり、松戸保健所が備蓄する医薬品や救急セットの供給を千葉県に要請す

る。 

    ⑤設置手順等 

    ア 学校救護所設置場所に参集後、あらかじめ定めた場所に各要員が協力して学校救

護所を設置し、施設管理者（学校長・教頭）へ報告する。その際、可能な限り避

難者やボランティアの協力を得る。 
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    イ 設置後、ＭＣＡ無線、各施設の電話、アマチュア無線等による救護本部との連

絡手段を確立し、連絡担当要員を置く。無線等の連絡手段が麻痺している場合

には、直接人員を送ることによって情報のやり取りを行う。 

    ウ 連絡手段の確立後、参集状況、参集状況を踏まえた活動可能内容等を報告し、

救護本部からの指示を受け、活動する。 

    エ 学校救護所は、各要員の参集状況や施設の被害状況、周辺地域の被害状況、傷

病者の受入れ状況などを救護本部へ逐一報告し、輸送手段や資機材、医薬品・衛

生材料、交代要員等が必要な場合は、応援を要請する。 

    オ 学校救護所は、傷病者が存在する限り継続して設置することを基本とするが、時

間経過や傷病者数、医療機関の復旧状況などを考慮し、救護本部と協議した上で、

必要に応じて規模の縮小等を検討する。 

     

  （学校救護所レイアウト例） 

   ※医療救護開設マニュアル ver.2（災害医療救護訓練の科学的解析に基づく都市減災

コミュニティの創造に関する研究開発 RISTEX プロジェクト）を参考に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （５）活動事項 

    ①傷病者のトリアージ 

    ②重症者（赤タグ）及び中等症者（黄タグ）を各医療機関へ搬送 

    ③軽症者（緑タグ）への応急処置 

    ④医薬品・衛生材料の需給状況の管理 

    ⑤診療記録（診療録・診療日誌・業務日誌・傷病者一覧）の作成 

    ⑥遺体（黒タグ）発生状況に応じて死体検視及び死体検案書の作成 

    ⑦救護本部との連携及び必要な報告 

    ⑧傷病者からの様々な問い合わせに対する対応 

    ⑨傷病者及び家族の精神的支援 

    ⑩要配慮傷病者に対する時間をかけた支援 

    ⑪その他、状況に応じた必要事項 
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  （６）留意事項 

    学校救護所における医療従事者の疲労予防のため、休憩・食事・交代等について救

護本部と連携し、対応する。 

 

 ２ 病院前救護所の活動内容                        
  （１）概要 

    病院前救護所は、各病院の計画等に従い、災害拠点病院及び災害医療協力病院前駐

車場等に設置する。派遣された医師、歯科医師、薬剤師等は、各病院と連携して被

災住民のトリアージと応急処置及び傷病者の搬送等円滑な医療救護活動を行い、病

院機能、特に救命救急機能の維持を図る。 

  （２）組織及び業務 

   各病院の医師等と協力して実施するものとする。 

    ①責任者 病院医師 1名 

     責任者は、救護所要員の確保、傷病者の受入れや救護本部との派遣要員、搬送先

医療機関の調整等、病院前救護所の指揮をとる。 

    ②病院スタッフ（医師・看護師・薬剤師等） 

     派遣された医師等とともに、病院前救護所でのトリアージ等を行うとともに、傷

病者の院内への受入れ等の院内との連携を行う。 

    ③派遣要員［医師］松戸市医師会のマニュアル等に基づき参集 

     ア トリアージの実務リーダー 

     イ 重症者・中等症者の病院への搬送指示等 

    ④派遣要員［歯科医師・看護師］ 松戸市歯科医師会や所属機関のマニュアル等に

基づき参集 

     ア トリアージの補助 

     イ 軽症者の応急処置等 

     ウ 応急処置を待つ者への対応、応急処置後の患者の状態管理 

     エ 搬送の補助 

     オ 医療空間や療養空間の環境整備 

     カ 傷病者の精神的支援 

     キ コミュニケーションに時間を要する要配慮傷病者（聴覚障害者・視覚障害者・

言語の障害がある者・外国人等）への対応 

    ⑤派遣要員［薬剤師］松戸市薬剤師会災害対策マニュアル等に基づき参集 

     ア トリアージの補助 

     イ 軽症者や慢性疾患患者等への服用薬の聞き取り、受診の必要性の振り分け 

     ウ 医師の処方に基づく調剤 

     エ 一般用医薬品の管理と軽症者への提供 

     オ 医療用医薬品・衛生材料の管理・要請 

     カ 病院薬剤部の支援 

    ⑥派遣要員［市職員］ 

     ○事務職 

     ア 救護所設営用品の確保と設営、医療材料、食料・飲料水の調達・管理 

     イ トリアージの受付、トリアージタグの記載管理 

     ウ 救護本部との連絡手段の確立、連絡・調整 

     エ 医療職と協力して、搬送の調整等 

     オ ボランティアの要請と配置 

     ○医療職 

     ア トリアージ及び応急処置の補助、医療用品・薬剤の確保 
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     ○事務職・医療職共通 

     ア 医療空間・療養空間の環境整備 

     イ 傷病者の精神的支援 

     ウ コミュニケーションに時間を要する要配慮傷病者（聴覚障害者・視覚障害者・

言語の障害がある者・外国人等）への対応 

     エ 傷病者及び家族の問合せや相談への対応 

  （３）要員の参集  

    ①参集要件 

     病院前救護所の派遣要員は、市域で震度 6弱以上が観測された場合や風水害等に

より同等の被災状況が生じた場合、自動的に各病院前救護所に参集する。その他、

救護本部の指示があった場合に参集する。 

    ②参集人員の配分 

     ○責任者 

      病院医師が責任者となり、その判断で医師会医師をリーダーとしたトリアージ

ブースを設営する。責任者は、訪れる傷病者数の時間経過によって、トリアー

ジブース列の数を増減する。また、必要に応じて、責任者は、二次トリアージ

を実施する。 

     ○その他の参集した医師等の配置は、責任者が指示する。 

      傷病者に比較して参集した医師・看護師・歯科医師・薬剤師等が少ない場合は、

責任者は病院長と相談し、病院スタッフの支援を求める。 

      傷病者に比較して多くの医師・看護師・歯科医師・薬剤師等が参集した場合、

班長の判断で、災害拠点病院、災害医療協力病院、避難所等での医療活動に人

員を配分する。 

     ○市職員は、一括集約ののち救護本部の指示により救護所に向かい設営・トリア

ージ物品整備等を行う。 

  （４）設置等 

   ①設置基準 

     震度６弱以上の地震が発生した際等、救護本部の要請により開設するが、傷病者

の来院状況を見て、責任者の判断で救護本部からの要請を待つことなく、開設する

ことは差し支えない。 

    ②設置場所 

病院名 所在地 ＭＣＡ 電話番号 

松戸市立総合医療ｾﾝﾀｰ 千駄堀 993－1 00075 712-2511 

千葉西総合病院 金ケ作 107－1 00214 384-8111 

新松戸中央総合病院 新松戸 1-380 00215 345-1111 

新東京病院 和名ヶ谷 1271 00216 711-8700 

五香病院 五香 8－40－1 00217 311-5550 

山本病院 小金きよしケ丘 2-7-10 00218 341-3191 

東葛クリニック病院 樋野口 865－2 00219 364-5121 

三和病院 日暮 7-379 00220 712-0202 

松戸整形外科病院 旭町 1-161 00221 344-3171 

 

    ③使用する資機材等の準備 

     各病院に保管されている災害用医療資器材を活用し、活動環境を確保する。 

     また、同資器材等が不足する場合は、支所等（10箇所）保管の災害用医療資器

材を活用したり、松戸保健所が備蓄する医薬品や救急セットの供給を千葉県に要請

する。 
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    ④設置手順等 

     ア 三師会の派遣要員は各病院に参集し、病院の病院前救護所の責任者の指示に

より、医師等と連携してトリアージブース及び救護所を設置する。 

       設置後、ＥＭＩＳ、ＭＣＡ無線、各施設の電話等により救護本部へ報告し、救

護本部からの指示を受け、活動する。 

     イ 病院前救護所は、各要員の参集状況や施設の被害状況、周辺地域の被害状況、

傷病者の受入れ状況などを救護本部へ逐一報告し、輸送手段や資機材、医薬品・

衛生材料、交代要員等が必要な場合は、応援を要請する。 

     ウ 病院前救護所は、発災後７２時間を基準に閉鎖することを基本とするが、時間

経過や傷病者数、医療機関の復旧状況などを考慮し、救護本部と協議した上で、

開設期間を延長するものとする。 

     エ 救護所閉鎖以降は、医師・看護師・歯科医師・薬剤師は、各自の診療所若しく

は最寄の学校救護所へ赴き、医療救護活動を継続する。 

  （５）活動事項 

    ①傷病者のトリアージ 

    ②重症者（赤タグ）及び中等症者（黄タグ）を各病院内へ搬送 

    ③軽症者（緑タグ）への応急処置 

    ④医薬品・衛生材料の需給状況の管理 

    ⑤診療記録（診療録・診療日誌・業務日誌・傷病者一覧）の作成 

    ⑥遺体（黒タグ）発生状況に応じて死体検視及び死体検案書の作成 

    ⑦救護本部との連携及び必要な報告 

    ⑧傷病者からの様々な問い合わせに対する対応 

    ⑨傷病者及び家族の精神的支援 

    ⑩要配慮傷病者に対する時間をかけた支援 

    ⑪その他、各病院マニュアルに定められた事項等 

  （６）留意事項 

    病院前救護所における医療従事者の疲労予防のため、休憩・食事・交代等について

救護本部と連携し、対応する。 

 

 

第６節 避難所の医療活動内容 

 

 １ 急性期の対応                           
  （１）避難所の傷病者の把握と報告 

    ○ 避難所責任者は、外傷の有無や避難者名簿の内容等から避難所内にいる傷病者

を把握し、ＭＣＡ無線機等を使用して、市災害対策本部または救護本部へ報告

する。また、避難者の情報等から周辺地域の傷病者の状況も報告する。 

    ○ 避難所責任者は、同時に、避難者の中の医療従事者を募り、必要に応じ、応急

処置に協力してくれる医療従事者に、初期判断と応急処置を依頼する。また、

搬送が必要な傷病者の搬送を要請する。救護所を併設している避難所の場合に

は、傷病者を救護所に搬送する。 

    ○ 避難者の傷病者の状況等から市保健師や外部支援人員等の必要な医療職を要請

する。 

  （２）巡回診療 

    ○ 救護本部は災害医療コーディネーターと連携し、発災早期に、DMAT や JMAT の

チームの巡回システムを構築し、定期的な巡回診療を避難所に対して行う。 
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    ○ 避難所側は、巡回診療に合わせて診療してもらう患者の受診に向けて準備し、

巡回診療チームの発着に合わせて効率的に診療ができるように配慮する。また、

薬剤師会は巡回診療チームの診療に合わせて、必要な薬剤を調剤する。 

  （３）福祉避難所への収容要請 

    ○ 避難所内で生活することが困難な要配慮者等については、福祉避難所への搬送

の必要性を判断し、必要に応じて、適切な福祉避難所への搬送を行う。避難所

からの搬送にあたっては、安全性が十分に確保されていることを見極めて搬送

する。状態が安定している要配慮者の搬送は、急を要さないことから、安全性

の担保がない限り実施しない。 

  （４）医薬品・衛生材料の要請・受入れ・保管 

    ○ 避難所責任者は、ＭＣＡ無線機等を使用して、必要な医薬品・衛生材料を市災

害対策本部または救護本部へ要請する。受入れした後は、適切に保管する。 

    ○ 救護本部と薬剤師会は連携し、避難所・福祉避難所で使用する一般的な医薬品・

衛生材料が速やかに配給されるようマネジメントを行う。医薬品・衛生材料が

不足する場合は、必要に応じて、災害対策本部あるいは千葉県・千葉県薬剤師

会に要請を行う。 

 

 ２ 急性期以降の対応                           
    ○ 急性期以降は、避難所生活の中長期化に伴い、劣悪な避難所生活での体調不良

者、慢性疾患患者に対する医療活動、避難所避難者・在宅避難者の健康管理が

重要になる。 

    ○ 一方、外部からの DMAT などの応援は得られなくなるため、市医師会・歯科医師

会・薬剤師会や松戸保健所等と連携し、外部支援チームの力も活用しながら巡

回医療や健康相談により、疾患予防、感染予防、口腔ケア、心理的ケアを行い、

災害関連死、二次健康被害を予防する。特に、低体温症・熱中症、エコノミー

クラス症候群、誤嚥性肺炎を防ぐための医療活動・保健活動・物資提供を行う。 

    ○ 巡回医療の実施状況や在宅避難者の健康状況を踏まえて、被災地外医療機関と

のオンライン診療体制の構築を検討する。 

 

 

第７節 在宅療養患者に対する医療活動内容 

 

 １ 平時の対応                            
    ○ 在宅医療を行う医療機関および訪問看護事業所は、各々の在宅療養患者につい

て、災害時の支援優先度の目安となる「在宅療養患者事前トリアージ（以下

「事前トリアージ」という。）を平時に行う。つまり、人工呼吸器装着者や自

力で食事が摂取できない患者等については、「赤」あるいは「黄」など、家族

の介護力などを含めて総合的に判断の上、「事前トリアージ」を行っておく。 

    ○ また、電源を必要とする在宅療養養患者（人工呼吸器装着者、在宅酸素利用

者、吸引器利用者等）を予め把握し、専用外部バッテリー、ポータブル電源

（蓄電池）等の非常用電源、ＡＣインバータ等の購入を薦めておく。 

    ○ 市は、松戸市医師会や松戸市訪問看護連絡協議会等と連携し、平時の医療・ケ

アが災害時にも継続できるよう地域全体の連携・支援体制の構築に取り組む。 
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    ○ 市は、訪問看護事業所等と協力し、在宅療養患者一人ひとりの個別避難計画を

作成し、停電時の医療機器の稼働時間、安否の確認・共有、電源供給可能場所、

避難方法等を支援者と共有しておく。また、ポータブル電源（蓄電池）による

人工呼吸器稼働訓練を実施する。 

 

 ２ 急性期の対応                            
  （１）電源確保 

    ○ 電源を必要とする在宅療養患者は、停電時には直ちに電源確保が必要である。

在宅医療を行う医療機関および訪問看護事業所は、その他の在宅サービス事業

者と連携し、事前トリアージに基づき、発災時にただちに電源を確保する。電

源の確保は、安全性、確実性、簡便性の観点から、①専用外部バッテリー、②

ポータブル電源（蓄電池）、③自動車、④発電機（外部バッテリーの充電用）

の順で準備することとする。 

  （２）人工透析支援 

    ○ 救護本部は、松戸市医師会と連携して、人工透析医療機関に日本透析医会災害

時情報ネットワークの情報を確認しつつ、ＤＭＡＴの支援を受けて前回の人工

透析から２日以内、遅くても３日以内に透析が行えるよう手配する。 

  （３）安否確認 

    ○ 訪問看護事業所・居宅介護支援事業所・介護サービス事業所は、各種マニュア

ルに基づき、在宅療養患者の安否確認、ライフラインや家屋等の被災状況の把

握を行う。 

    ○ 甚大な被害が出たエリアが存在する場合、救護本部は、各種団体や外部支援人

員等と連携し、当該エリアにおいてローラー作戦を実施し、全戸の住民・在宅

療養者の被災状況の把握と必要な医療の提供を行う。 

    ○ 安否確認により得た情報については、市および介護サービス事業者間で情報を

共有する。（情報共有の方法については今後検討） 

  （４）重症者対応 

    ○ 上記の安否確認の結果、訪問看護事業所・居宅介護支援事業所・介護サービス

事業所が傷病者を発見した場合、必要に応じて、在宅医の往診を依頼する。往

診医に連絡がつかない場合や、往診では治療困難と考えられる重症傷病者につ

いては、必要に応じて、近隣住民の協力を得て、救護所への搬送を行う。 

  （５）安全な場所への転送・福祉避難所連携 

    ○ 上記の安否確認の結果、訪問看護事業所・居宅介護支援事業所・介護サービス

事業所が在宅医療受療者の被災家屋が安全でないと判断した場合、必要に応じ

て、近隣住民の協力を得て、避難所または福祉避難所への搬送を行う。 

    ○ 家族介護者が負傷したり死亡した場合も、在宅療養は困難になることから、必

要に応じて、同様に搬送を行う。 

 

 ３ 急性期以降の対応                             

    ○ 自宅避難していた在宅医療受療者に関しては、医師会、訪問看護事業所などの

協力関係で、可能な限り、平時に近い形での在宅療養が送れるように支援する。

また、福祉避難所に避難した在宅医療受療者に関しても、訪問看護事業所・居

宅介護支援事業所・介護サービス事業所の協力により、早期に自宅に帰ること

ができるように支援する。 

 

 ４ 家族支援                              

    ○ 在宅医療受療者を介護する家族は日常的にも身体的・精神的負担が大きいが、
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被災により、その負担は増大する。訪問看護事業所・居宅介護支援事業所・介

護サービス事業所は協力して、平時より一層、家族負担の軽減に努め、在宅医

療受療者の自宅での療養継続を支援する。 

 

 

第８節 傷病者の搬送等 
 

 １ 傷病者の搬送に関する原則事項                     
   大規模地震発生時には、多数の傷病者が市内各所で発生することが予想され、平常時

と同様の対応が困難である。近隣の状況、救護本部からの情報により、現実的な最善の

方法で搬送する。 

  （１）トリアージの結果、最優先と判断された者を優先とし、災害医療協力病院や災害

拠点病院へ搬送する。救急車が利用可能な場合は利用するが、救急車がすぐに来

られない場合や道路事情が不良の場合は、その他の搬送手段を講じる。 

  （２）市外の災害拠点病院等への搬送は、可能であれば、災害拠点病院である市立総合

医療センターを中心に、ＤＭＡＴや市外からの応援救急隊と連携して搬送する。 

  （３）学校救護所から病院への搬送、多数傷病者の搬送等は、可能であれば、災害応援

協定によるタクシー・バス・患者搬送車両などを有する民間事業者と連携し搬送

する。 

  （４）トリアージの結果、軽症とされた者あるいは救急車等に引き継ぐことができない

場合は、「搬送に伴う危険」が搬送の必要性を上回らないことを慎重に判断の上、

可能であれば、住民、自主防災組織、事業所の協力により医療機関等に搬送する。 

  （５）道路の被害等で救急車等による搬送ができない場合は、自衛隊等へヘリコプター

の出動を要請し、医療機関に搬送する。 

     ※ヘリコプターの要請には、離着陸場所があることが望ましい。また、一般に、

ヘリコプターは、視界が良好な気象状況下で肉眼で地上が目視できる日中に限

り稼働できることを知ったうえで要請する。夜間や天候の悪い場合は、別の搬

送手段を講じる。 

  （６）手術の周術期患者、重症者については、医療従事者が多数必要であり、それらの

方に被災地の限られた医療資源を投下すると、多くの傷病者に対応できなくなる

ため、市立総合医療センターやＤＭＡＴと連携し、可能な限り域外に搬送する。

特に、手術必要患者で待機手術が必要な患者については、域外で安定した医療状

況で手術を受けることが患者の利益にもなり得る。 

  （７）人工透析患者、人工呼吸器患者等の常時電源利用者は、市内での人工透析場所、

電源確保場所等の確保が困難な場合は、市立総合医療センターやＤＭＡＴと連携

し、早期に域外に搬送する。 

 

 ２ 搬送要領                              
 

搬送場所 搬送手段 

自宅等  ⇒ 学校救護所 
徒歩、自主防災組織（市民自家用車、 

リヤカー）等 

学校救護所 
⇒ 災害医療協力病院 

  災害拠点病院 

消防局・千葉県消防広域応援隊・緊急

消防援助隊救急車、公用車、協定事業

者車両（緊急車両の使用は、原則重症

患者のみ） 
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災害医療協力病院 ⇒ 災害拠点病院 
消防局・千葉県消防広域応援隊・緊急

消防援助隊救急車 

災害拠点病院 ⇒ 域外災害拠点病院 

消防局・千葉県消防広域応援隊・緊急

消防援助隊救急車、ヘリコプター、 

ＤＭＡＴ 
 

  なお、災害拠点病院より域外搬送するためのヘリポートを松戸運動公園内に早期に確保

する。 

 

 

第９節 医薬品・衛生材料の確保・搬送等 
 

   学校救護所及び支所には、医薬品・衛生材料（第５章 資料編Ｐ61～Ｐ64「災害用医療資

器材一覧」参照）を備蓄する。 

   救護本部は、病院・病院前救護所・学校救護所等から不足している医薬品・衛生材料

の供給要請を受けた時は、備蓄医薬品・衛生材料を市職員等が搬送する。 

   また、救護本部は協定事業者・各薬局や千葉県災害医療本部、県が協定している医薬

品卸協同組合へ供給を要請する。 

 

 （医薬品等の調達の流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 病院・病院前救護所                          
   救護本部は、病院で救急医療や手術に必要な医薬品について、上記で不足する場合、

必要に応じて、市外ＤＭＡＴ参集時等に移送してもらうよう要請する。 
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 ２ 学校救護所                              
   学校救護所及び支所には医薬品・衛生材料（第５章資料編Ｐ61～Ｐ64「災害用医療資

器材一覧」参照）を備蓄する。発災時には、学校救護所に参集した松戸市薬剤師会薬剤

師がその管理を行い、必要に応じて、医薬品・衛生材料の要請を市災害対策本部・救護

本部あるいは松戸市薬剤師会・千葉県薬剤師会に行う。 

 

 ３ 避難所・福祉避難所                          
   薬剤師会薬剤師および市職員が共同し必要に応じて、避難所・福祉避難所への医薬品

の提供、管理を行う。 

 

 

第 10節 情報収集・発信等 
 

 １ 概要                                 
   救護本部は、被害状況等の情報を収集し、千葉県災害医療本部、その他関係機関等と

相互に連絡及び調整を行う。 

   また、市災害対策本部と連携し、各救護所の開設状況や医療機関の対応状況等の情報

を、防災行政無線（固定系）による放送、安全・安心メールの配信、広報車による巡回、

災害広報紙等を活用して、広く市民へ発信する。 

 

 ２ 通信手段                               
   市防災行政無線、ＭＣＡ無線、医師会無線、有線電話、ＩＰ電話、携帯電話、ＦＡＸ、

メール、インターネット、衛星電話 

 

 ３ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）による情報収集要領     
   災害時の情報収集手段として、ＥＭＩＳをメインとし、ＭＣＡ無線機はその補完的

な役割として活用する。 

   ＥＭＩＳを活用した情報集ルールは以下のとおり。 

 

【ＥＭＩＳ運用方法】 

機関名 運用方法 

災害拠点病院・災害医療協力病院 入力・閲覧 

消防局 閲覧 

救護本部 閲覧・代行入力 

千葉県（本庁・保健所） 閲覧・代行入力 

 

  （１）ＥＭＩＳ入力可能な医療機関 

    ○医療機関は、災害モード切替後、概ね 3時間以内に入力する。 

     ※災害モードへの切り替え（ＥＭＩＳの一斉メールにより医療機関に連絡有）条

件は以下のとおり 

      ・県内で震度 6弱以上の地震が発生した場合 

      ・県災害対策本部が設置されるような大規模災害発生時 

     ※入力は、災害発生直後に必要最低限の情報を発信するための「緊急時入力」を

行い、その後に状況を確認した上で「詳細入力」を行う。被害がない場合は、

被害状況「無」と入力する。 
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    ○医療機関は、入力情報のうち、即時確認が必要な事項がある場合は、ＭＣＡ無線

機にて、その旨を救護本部に伝達する。 

    ○医療機関は、停電・ネット途絶等により入力できない場合、救護本部に対し、Ｍ

ＣＡ無線、ＦＡＸ、電話等により以下内容を報告し、代行入力を依頼する。 

     ・第 1 報は、緊急時入力の代行入力依頼書の内容 

     ・第 2 報以降は、詳細入力の代行入力依頼書の内容 

     ※代行入力依頼書の様式は資料編Ｐ53～Ｐ55「ＥＭＩＳ代行入力依頼書」参照 

  （２）救護本部 

    ○救護本部は、災害モード切替後、概ね 3 時間以内に入力がなかった災害拠点病

院・災害医療協力病院に、ＭＣＡ無線機により状況を確認する。 

    ○病院前救護所の開設状況は、各医療機関が入力する。 

     ・入力できない場合は、救護本部に代行入力を依頼する。 

    ○学校救護所の開設状況は、救護本部が入力する。 

    ○避難所情報は、市災害対策本部からの情報に基づき、救護本部が入力する。 

  （３）ＥＭＩＳ入力権限がない医療機関（無床診療所・歯科診療所・薬局） 

    ○医師会、歯科医師会、薬剤師会のネットワークによる情報収集を行う。 

    ○病院前救護所や学校救護所に参集した医師等の情報により把握する。 

    ○救護本部が定期的に開催する連絡会議に参加し、情報共有を行う。 

  （４）学校救護所 

    ○学校内に設置しているＭＣＡ無線機等により、市災害対策本部または救護本部へ

状況を報告する。 

 

 ４ 関係者との情報共有                          
   救護本部は、毎日、市全体の被災と状況変化について定期的な情報のとりまとめと、

関係者への定期的な情報提供を行う。 

   情報提供方法は、関係者の参加が可能な情報共有会議の開催や、利用可能な共有ツー

ルを活用する。 

 

 

第 11節 外部支援チーム・ボランティアとの連携（今後要検討） 
 

 １ 外部支援チーム・ボランティアとの連携の基本的な考え方           
   発災時には、多数の傷病者や負傷等により災害対応ができない職員等が発生すること

により、人的資源が多く不足するため、外部支援チーム・ボランティアと連携を図るこ

とが重要である。 

   過去の災害では、受入側が業務多忙により、受入れを断る事例も多く発生しているが、

人的資源が不足する中で、より多くの傷病者の処置等を行うため、努めて支援チーム・

ボランティアは受け入れることとする。 

   救護本部、各救護所において、支援チーム・ボランティアと連携し、災害対応機能を

向上させる。 

   なお、ＤＭＡＴやＪＭＡＴ等、被災地からの要請に応じて派遣されるチームは、複数

の職種でチームを編成して派遣されるため、受入れは容易だが、プッシュ型で派遣され

る団体や個人のボランティア等は、職種が限られていたり、単身で来られるため、被災

地でのニーズとのマッチングが課題となっている。 

 

  主な外部支援チームの一覧は資料編Ｐ58「外部支援チーム一覧」参照
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第３章 災害時の具体的な医療救護活動内容 

 

 

第１

節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
トリアージ 

 

 １ 概要                                    

   短時間で最善の救命効果を得るため、傷病者の傷病程度の判定と選別により処置や

搬送の優先度を判断する方法がトリアージで、救命の順序を決めるものである。 

 

 ２ 手順等                               
  （１）トリアージの判定基準は標準化されており、医療従事者は、トリアージタグに

書かれた区分で診療を行う。 

  （２）トリアージタグは、４色（黒・赤・黄・緑）のマーカー付カードである。必要

事項を記入し、傷病者の右手首に取り付けるようゴムバンドが付いている。 

  （３）トリアージタグ（１枚目）は、トリアージ実施場所で回収保管し、重症度と傷

病名等を集計し、救護本部へ報告する。各救護所においては、１枚目を後日、市

に送付し、市は、概ね１年間トリアージタグ（１枚目）を保管する。 

 

 ３ 参考                                 
  （１）トリアージの趣旨  

    トリアージは、限られた医療資源を最大限に活用するための決断である。 

    大規模災害発生時には、「一人ひとりへ最良の医療を行うこと（救急医療）」から、

「できるだけ多くの方への最良の医療を提供すること（災害医療）」へ切り替える

ことが重要である。 

    また、トリアージは、その後の治療と搬送へ円滑につながっていることが必要で

ある。 

  （２）災害現場での医療支援  

    災害現場での医療支援は、次の３段階がある 

     第一段階：トリアージ（Triage）  

     第二段階：応急処置、治療（Treatment） 

      第三段階：後方医療機関へ搬送（Transport） 

  （３）災害弱者の認識と医療支援  

    災害弱者として、幼小児、高齢者、妊婦、障害者、慢性基礎疾患の保有者、日本

語のわからない旅行者が挙げられる。これらの傷病者はトリアージレベルを上げる

ことも考慮する。 

  （４）トリアージタグによる分類（優先順位の決定）  

    第一順位：赤色（Ⅰ）…重症。直ちに救命処置が必要な傷病者。  

    第二順位：黄色（Ⅱ）…中等症。数時間以内に治療を要する傷病者。（バイタル

サインが安定している者）  

    第三順位：緑色（Ⅲ）…軽症。救急転送不要な軽症者。 歩行可能。 

    第四順位：黒色（０）…既に死亡している者または明らかに救命不能な状態の傷

病者。 

  （５）トリアージを行う場所  
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    傷病者の状態の変化に対応するため、トリアージは繰り返し行う。トリアージは、

連続的な過程として捉え、傷病者の病状変化に気付き次第、再評価することとなる。 

    ① 一次トリアージ → 災害現場、病院前救護所、学校救護所等（振り分け） 

    ② 二次トリアージ → 現場救護所、病院前救護所、学校救護所等（精度向上、搬

送順位付け） 

  （６）トリアージタグの（一次・二次）運用  

    トリアージタグは、３枚複写になっており、災害現場、救護所・搬送機関・医療

機関それぞれの場所で記載する。 

    ①一次トリアージ（振り分け）  

     ア）トリアージは専任で行い、タグへの記入は補助者が行う。  

     イ）タグへは、トリアージ実施者の氏名、実施時刻を記入する。  

     ウ）トリアージは、傷病者に対する処置に優先して実施する。  

     エ）トリアージは、生理学的評価に準じた、ＳＴＡＲＴ法で実施する。傷病者

が少ない場合は、ＰＡＴ（生理学的解剖学的トリアージ）法で実施してよ

い。 

     オ）タグが決定したら、判定色までを切り取る。 

     カ）タグは、直接右手首に付け、衣類等には付けない。  

     キ）再トリアージによって、優先順位を下げる場合は、新しいタグを使用し、古

いタグに斜線を入れる。古いタグは捨てずにそのまま付けておく。  

     ク）トリアージの結果は、本人と家族に説明する。  

     ケ）タグの１枚目は一次トリアージ実施場所で保管する。  

     コ）タグの色別で傷病者を誘導する。 

      ○ 赤色 → 重症者スペース（赤）へ → 病院へ搬送 

      ○ 黄色 → 中等症者スペース（黄）へ → 重傷者（赤）の次に病院へ搬送 

      ○ 緑色 → 軽症者スペースへ 

      ○ 黒色(救命不能状態) → 黒スペースへ 

      ○ 黒色(医師が死亡確認後) → 遺体安置スペースへ 

    ② 二次トリアージ（選別） 

     ア）２回目のトリアージでは、ＰＡＴ法で行い、詳細なバイタルサインをチェ

ックし、身体診察をする。  

     イ）タグの記入 

      ａ）氏名、年齢、受傷場所、連絡先（電話番号）等の確認  

      ｂ）身体図に受傷部位をチェック 

     ウ）二次トリアージの結果、緑となった傷病者には、適切な場所で応急処置等

をする。  

    ③ トリアージタグの受領・保管 

    「トリアージタグ３枚綴りの各受領・保管先」（３８ページ）参照 

  （７）混乱の回避 

    現場の混乱を最小限にするため、まず、歩行可能な傷病者を安全な場所へ誘導す

ることが重要である。 

    その後、個別の対応をするのではなく、役割を分担し、トリアージの流れに沿っ

た対応を実施する。 

  （８）トリアージブースの従事者 

    トリアージブースの１チームは、トリアージを行う医師とトリアージタグを記載

する者の２名が必要となるため、最低２名で編成する。 

    その他、トリアージブースの手前にて、緑タグ患者（歩行可能な軽症者）とそれ

以外の傷病者に分ける誘導を行う者、トリアージ後に傷病者をしかるべき場所へ誘
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導する者が必要になる。 

    緑タグ患者（歩行可能な軽症者）の急激な体調変化に注意する。 
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トリアージタグ３枚綴りの各受領・保管先 

 

最初にトリアージ

タグを付ける場所 
災害現場 学校救護所 

病院（医療機関） 

入口 

１枚目 現場指揮所 各学校救護所 各病院前救護所 

２枚目 

公的搬送機関※ 

または現場救護所

（設置された場合

のみ） 

公的搬送機関※ 

公的搬送機関※

（他院に搬送す

る場合） 

３枚目本体 最終医療機関 最終医療機関 最終医療機関 

 

 ※公的搬送機関は、消防、警察、自衛隊、ＤＭＡＴ等を指し、その他の民間

搬送機関は２枚をはがして保管しないこと。 

 

 ・緑タグ患者は、医療機関受診を基本とするが、救護所でその必要がない

と現場医師が判断した場合は、救護所を出る際に、救護所で３枚目本体

を保管する。 

 

 ・トリアージタグ３枚目本体は、最終医療機関または救護所担当医師会に

て２年間保存すること。それまでは破棄しない。 

 

（２０１５．４．１ 松戸市災害医療コーディネーター作成） 
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第２節 軽症者の応急処置 
 

 １ 概要                                      
   発災後、多数の傷病者が、一時的に病院、診療所、学校救護所等に集中する。そのた

め、出来る限り混乱を回避しながら、トリアージ後に行う応急処置が必要となる。 

 

 ２ 手順等                                

  （１）応急処置スペースの確保 

  （２）指揮系統と役割分担の明確化 

  （３）外科的処置の留意点 

    基本的には止血、感染予防、疼痛の軽減の 3点に留意して処置を行う。 

① 応急処置に従事する者は、ゴム手袋やビニール袋を着用して感染対策を行う。 

② 切り傷など活動性の出血がある場合は止血を優先する。止血法には創部を清潔

なガーゼで圧迫する方法（直接圧迫止血法）と創部よりも心臓に近い動脈を圧迫

する方法（間接圧迫止血法）がある。前記の方法で止血が困難な場合は 30分間

を限度に駆血を行う。その際には駆血を開始した時間を必ず明記する。 

③ すり傷や刺し傷は、水道水等で洗浄し、可及的に表面についた異物を除去する。

湿潤環境を保てる被覆材や絆創膏等を貼って、創部を密閉する。 

④ 創の汚染が強い、刃物や金属片、ガラス等による深い創が疑われる場合は縫合

や異物の除去はせずに、清潔なガーゼ・タオルを当てて固定する。 

⑤ 熱傷の場合は水道水で患部を冷却し、清潔なガーゼ・タオルなどで覆う。 

⑥ 骨折・脱臼・捻挫が疑われる場合は、副子や三角巾、包帯による簡易固定を行う。 

⑦ 中等症・重症の傷病者、コンパートメント症候群７・クラッシュ症候群
８

が疑われ

る傷病者は生理食塩水の点滴を行いつつ、直ちに災害医療協力病院・災害拠点病

院に搬送する。 

⑧ 軽症の傷病者は帰宅可否の判断と処置後の継続診療が可能な近隣の医療機関を

案内する。 

 

 ３ 留意事項                              
  （１）災害の状況を判断しながら、現場で必要最小限の処置を行う。医療資源の消費を

可能な限り抑える。 

  （２）バイタルサインの不安定な場合は、応急処置に時間をかけず早期に搬送する。 

  （３） 多数の傷病者を扱う場合でも、可能な限り診療録を作成する。しかし、その余裕が

ない場合は、トリアージタグをカルテの代用とする。 

  （４）医療者が不足する場合は、現場で臨機応変に援助者を募り、処置の協力を要請す

る。 

  （５）外科的処置を要しない患者（慢性疾患患者等も含む）については、薬剤師カウン

ターを設置することで、一般用医薬品の交付か受診が必要かどうかの振り分けや、

服用薬等についての聞き取りを診察前に行え、医師の診療負担の軽減ができる。 

 
 

７「コンパートメント症候群」とは、四肢の筋膜、筋間中隔や骨より区画された閉鎖腔（筋区画（コンパートメ ント））

において、出血や浮腫のために組織内圧の上昇が起こり、その中の血管や神経が圧迫されることにより 虚血に陥る症

候群をいう。適切に処置が行われないと、筋肉壊死・四肢切断・急性腎不全を合併し、時に死に至ることがある。主な

原因としてクラッシュシンドローム、熱傷等がある。 
８
「クラッシュ症候群」とは、四肢などの長時間の圧迫をうけ骨格筋の壊死をきたし、同部の筋組織からミオグロビ 

ンやカリウムが全身に流れ、急性腎障害や致死性の不整脈などの重篤な病態を起こす 
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第３節 ＪＭＡＴ（ＪＭＡＴ要綱より抜粋） 
 

 １ 概要                                 
   ＪＭＡＴは、被災者の生命及び健康を守り、被災地の公衆衛生を回復し、地域医療

や地域包括ケアシステムの再生・復興を支援することを目的とする災害医療チームで

ある。 

 

 ２ 派遣に関する手順                             
  （１）日本医師会対策本部によるＪＭＡＴの派遣の決定 

    なお、これは被災地の都道府県医師会からの要請を原則とするが、被災地の都道

府県医師会との連絡がとれない場合や被災地の状況の把握が困難な場合等におい

ては、日本医師会の判断により、統括ＪＭＡＴ（先遣ＪＭＡＴ機能を含む）を派

遣し、被災地の都道府県医師会を支援する。 

  （２）被災地の都道府県医師会との連絡調整を踏まえ、日本医師会ＪＭＡＴ本部によ

る当該災害におけるＪＭＡＴスキームの決定 

  （３）日本医師会から被災地内外の都道府県医師会に対するＪＭＡＴの結成の要請 

  （４）被災地の都道府県医師会に対するＪＭＡＴの派遣決定の通知 

  （５）都道府県医師会において、日本医師会からの要請を受け、ＪＭＡＴの派遣の決

定 

  （６）当該都道府県医師会における規定に基づき、管下郡市区医師会、医療機関等よ

り、ＪＭＡＴの結成。 

  （７）被災地の都道府県医師会との調整に基づき、日本医師会から該当都道府県医師

会へのＪＭＡＴの派遣の依頼 

  （８）派遣元都道府県医師会において、当該の被災地の都道府県医師会等との協議、

調整により、具体的な派遣内容を決定、ＪＭＡＴを派遣 

  （９）ＪＭＡＴの派遣、被災地の都道府県医師会や統括ＪＭＡＴによるコーディネート

機能の下での活動、後継チームへの引継ぎ 

  （10）日本医師会、被災地の都道府県医師会による統括ＪＭＡＴの被災地の評価等を踏

まえた被災地の医療ニーズの変化に関する協議、ＪＭＡＴの撤収の決定 

  （11）ＪＭＡＴから被災地の医療機関への引継ぎ、移行 

  （12）ＪＭＡＴの終了宣言（ＪＭＡＴⅡの派遣決定） 

  （13）事後処理（費用負担、活動報告その他） 
 

 ３ 活動内容                                    
  （１）医療支援と健康管理 

    ①被災地の救護所 

    ②被災地の医療施設（災害発生前からの医療の継続） 

    ③被災地の避難所 

    ④被災地の避難所以外への巡回診療（要配慮者対策、在宅医療、車中泊等を含む。

医療支援が空白・不十分な地域の把握・対応） 

    ⑤被災地の社会福祉施設、介護施設等への医療支援 

    ⑥被災地の活動者（行政、学校関係者など） 

  （２）公衆衛生支援 

    ・被災地の避難所等における公衆衛生支援と管理 

    ・避難所等の水や食事など栄養状態の把握とその改善、避難者の健康状態チェッ

ク、要援護者の把握とその対策、感染症対策(感染制御)その他の公衆衛生対策 
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  （３）被災地医師会支援 

    ①先遣ＪＭＡＴ・統括ＪＭＡＴによる被災地医師会の災害対策本部への支援と情

報収集 

    ②被災地医師会を中心とした現地調整本部や連絡会の設置・運営支援 

    ③派遣先地域の医療ニーズの把握と評価 

     ・主な患者像 

     ・高齢者、難病患者や障害者その他特別に医療・介護支援を必要とする者（要

配慮者） 

     ・感染症や他の疾病の発生状況 

     ・追加派遣の要否 

     ・被災者の流動化の有無、撤収時期 

  （４）被災地行政支援 

    ・被災地医師会とともに、統括ＪＭＡＴによる被災地の災害医療コーディネータ

ーへの支援と情報収集・情報連携 

    ・被災地の保健所、保健センター、保健師、民生委員等の行政関係者との連携 

  （５）被災地での検視・検案支援（可能な場合のみ） 

    ・警察医会との密な連携による活動を目指す。 

  （６）現地の情報の収集・把握、及び日本医師会・都道府県医師会・ＪＭＡＴ関係者

への情報の発信と共有 

    ①被災地の医療関係者との連携（３日～１週間程度で交代するＪＭＡＴに対し、

被災地の患者の状況や地理的特性等を把握しているため。） 

    ②交通ルート（被災地の空港・主要駅・主要道路から派遣先地域へのアクセス、

帰路、燃料確保等） 

    ③被災者の状況（性別・年齢別の避難者数、共同体意識の強弱、自治組織）、被

災地までの地形・気象条件 

    ④公衆衛生の状況（トイレ、瓦礫による粉塵飛散、ヘドロ・汚泥物質等含む） 

    ⑤被災地の安全性（二次災害の危険性） 

    ⑥医薬品等の不足物資 

    ⑦必要な職種 

    ⑧現地の災害医療コーディネーター・避難所等のリーダー、支援受入れ窓口等 

  （７）コーディネート機能 

    相応の経験や知識を持つチームや参加者においては、ＤＭＡＴ等からのコーディ

ネート機能の引き継ぎや、その機能が確立しておらず混乱している地域での指揮命

令、ロジスティックスが求められる。 

  （８）その他、被災地のニーズに合わせて支援 

    ・様々なニーズが発生するため、内容と範囲を変えていく必要がある。 

    ・最終的には、被災地の医師会・医療機関に円滑な引き継ぎ 

 

 ４ チーム構成                             
  ＪＭＡＴは、医師を含む職種により構成する。 

  （１）チーム構成例 

    ① 医師 1 名、看護職員 2 名、事務職員（ロジスティックス担当者）1 名 

     （事務職員の主な業務内容：運転、医療事務、活動の記録、情報収集、関係者

との連絡調整、派遣元医師会等への報告等） 

    ② ①に加え、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療

放射線技師、救急救命士、介護・福祉関係者、（管理）栄養士等 
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    ③ 統括ＪＭＡＴ（先遣ＪＭＡＴ機能を含む）においては、その役割について豊富

な経験を有する者によって構成することが望ましい。また、ＪＭＡＴ研修 統

括ＪＭＡＴ編を修了していることが望ましい。 

  （２）チーム構成例の考え方 

    ① （１）に掲げた構成例は、医師を必ず含むことを除き、あくまでも例であり、

職種・員数は、派遣元都道府県医師会等の要員確保の状況や現地でのニーズな

どに応じて柔軟に対応する。 

    ② １つのＪＭＡＴの参加者が、同一の医療機関・団体に所属する者で構成される

必要はない。 

    ③ チームリーダーに就任する者は、日本医師会や都道府県医師会等が実施するＪ

ＭＡＴ研修（基本編、統括ＪＭＡＴ編）を修了していることが望ましい。 

 

 ５ 派遣期間                              
  （１）ＪＭＡＴの全体の派遣期間は、日本医師会から都道府県医師会に対してＪＭＡ

Ｔの結成の要請を行ってから、ＪＭＡＴの派遣を終了したときまでとする。 

  （２）１つのＪＭＡＴの派遣期間は、３日から１週間を目途とする。 

 

 

第４節 ＤＭＡＴ（日本ＤＭＡＴ活動要領より抜粋） 
 

 １ 概要                                      
   ＤＭＡＴとは、災害発生直後の急性期に活動が開始できる機動性を持った、救急治療

を行うための専門的な訓練を受けた医療チームである。 

   専門的な訓練を受けた医療チームが被災地における急性期の医療体制を確立し、 緊

急治療や病院支援を行うことで、死亡や後遺症の減少が期待されている。 

 

 ２ 派遣要請                               
  （１）以下の基準に基づき、千葉県は他の都道府県、厚生労働省、国立病院機構等に 

ＤＭＡＴの派遣を要請する。 
 

災害の規模 要請先 

震度６弱の地震又は死者数が２人以上５０人未満 

若しくは傷病者数が２０名以上見込まれる災害 
千葉県内 

震度６強の地震又は死者数が５０人以上 

１００人未満見込まれる災害 

千葉県内、隣接する都道府県、 

関東ブロック 

震度７の地震又は死者数が１００人以上 

見込まれる災害 

千葉県内、隣接する都道府県、 

関東ブロック、隣接するブロック 

東海地震、東南海・南海地震又は首都直下型地震 千葉県内、全国 

 
  （２）厚生労働省は、千葉県の要請に応じ、他の都道府県、文部科学省、国立病院機構

等にＤＭＡＴの派遣を要請する。 

※厚生労働省は、緊急の必要があると認めるときは、千葉県の要請がない場合でも

ＤＭＡＴの派遣の要請ができる。 

  （３）ＤＭＡＴ指定医療機関は、都道府県、厚生労働省、文部科学省、国立病院機構等

の派遣要請を受け、速やかにＤＭＡＴを派遣する。 
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 ３ 活動体制                               

  【機関別ＤＭＡＴ運用の役割】 
 

機関等 設置場所 役割 

千葉県災害医療本部 千葉県庁 
千葉県内で活動するすべての 

ＤＭＡＴを統括する 

ＤＭＡＴ調整本部 
千葉県庁 

（災害医療本部内） 

千葉県内で活動するすべての 

ＤＭＡＴの指揮・調整等 

ＤＭＡＴ活動拠点本部 災害拠点病院 参集したＤＭＡＴの指揮・調整等 

ＤＭＡＴ病院支援指揮所・ 

ＤＭＡＴ現場活動指揮所 

ＤＭＡＴが活動する 

病院・災害現場等 

病院や災害現場等のＤＭＡＴの 

指揮・調整等 

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部 千葉県内の各ＳＣＵ ＳＣＵのＤＭＡＴの指揮・調整等 

ＤＭＡＴ・ＳＣＵ指揮所 航空搬送拠点 
航空搬送拠点のＤＭＡＴの指揮・ 

調整等 

ＤＭＡＴ域外拠点本部 
被災地外の搬送拠点 

ＤＭＡＴ参集拠点 

搬送拠点・ＤＭＡＴ参集拠点に参集 

したＤＭＡＴの指揮・調整等 

厚生労働省医政局災害医

療対策室・ＤＭＡＴ事務局 
厚生労働省 

ＤＭＡＴの派遣要請等ＤＭＡＴの

活動全般の本部機能 

ＤＭＡＴ指定医療機関 当該医療機関 
派遣したＤＭＡＴの活動把握・ 

連絡・調整、ＥＭＩＳによる情報共有 

※ ＳＣＵ・・・広域搬送拠点。大型のヘリ等が離着陸可能な場所に設置。 
 

 

 ４ 活動内容                               
  （１）被災地域での活動 

    ① 病院支援 

    ② 地域医療搬送 

    ③ 現場活動 

  （２）広域医療搬送 

    ① 広域医療搬送拠点のＳＣＵ活動 

    ② 航空機内の医療活動 

  （３） ロジスティクス（ＤＭＡＴの活動に関わる通信、移動手段、医薬品・衛生材料、生

活手段等を確保すること） 

  （４）ドクターヘリ及び災害医療調査ヘリの活用 

 

 ５ 松戸市におけるＤＭＡＴの運用                     
   派遣されるＤＭＡＴは、２次保健医療圏毎に設置されるＤＭＡＴ活動拠点本部（災

害拠点病院）に配置される。その後、ＥＭＩＳ等からの被災情報に基づき、病院や救

護所等に派遣され、病院・救護所支援、広域搬送等の対応にあたる。 

   松戸市を管轄する東葛北部２次保健医療圏では、東京慈恵医大附属柏病院、松戸市

立総合医療センター、千葉西総合病院が災害拠点病院に指定され、発災時にはいずれ

かが東葛北部ＤＭＡＴ活動拠点本部に指定され、千葉県ＤＭＡＴ調整本部を経由して

派遣されるＤＭＡＴを東葛北部内で運用する。  
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第５節 市内搬送拠点 

 
   重症者を被災地の外に搬送するための市内搬送拠点として、必要に応じて臨時ヘリ

ポートを開設し、使用する。 

   開設は、都市部（街づくり部公園緑地課）が自衛隊と連携して開設する。 
 

【市内臨時ヘリポート設置予定場所】 
 

① 21 世紀の森と広場 

② 金ケ作公園 

③ 六実中央公園 

④ 市立松戸高校 

⑤ 東部スポーツパーク 

⑥ 県西部防災センター 

⑦ 松戸運動公園 

⑧ 江戸川河川敷（上葛飾橋南側） 

⑨ 江戸川河川敷（古ケ崎野球場） 

⑩ 県立松戸馬橋高校 

⑪ 県立小金高校 

⑫ 県立松戸国際高校 

⑬ 県立松戸高校 

⑭ 県立松戸南高校 

⑮ 県立松戸向陽高校 

⑯ 県立松戸六実高校 

 

 

第６節 死体検視・検案等 

 

 １ 概要                                      
   災害時の医療救護活動は、傷病者の救出・救護・搬送を最優先する。一方、死者が

発生した場合には、充分な対応と配慮が求められる。 

   災害による死亡は、異常死として位置付けられるため、警察による検視の手続きが必

要になる。また、医療救護活動に携わる医師は、その手続きを医学的側面から協力し、

死体検案書等を作成する。 

 

 ２ 手順等                                
  （１）災害現場等でのトリアージの結果、傷病者が黒色と判断された場合には、トリア

ージした時刻及び実施した者の氏名をトリアージタグに明記し、近くの黒スペ

ースへ移動する。その後、医師による死亡確認が実施されれば、病院には搬送せ

ずに遺体として扱う。 

  （２）遺体収容所（松戸市北山会館）への遺体の搬送は、警察署、消防局、消防団、遺

族又は自主防災組織等が協力して実施する。困難な場合は、市有車両、自衛隊等

の搬送可能な車両により実施する。この際、死者等の尊厳を損なうことのないよ

う、また、納体袋等により公衆から見えないよう充分に配慮して対応する。 

  （３）遺体収容所（松戸市北山会館）において、遺体の搬入・受付を行い、搬送した者

から発見場所等の聞き取りを行う。遺体に受付番号をとり、受付票を遺体につけ

る。 

  （４）警察による検視を行う。全身の状態を確認し、事件性の有無などを確認する。 

  （５）検視後、医師による検案を行う。警察から検視内容を聞きながら、死因等を確認

する。 

  （６）警察による指紋と DNAの採取、歯科医による歯科所見を行う。身元確認後、遺体

収容所へ遺体を移動し、遺族対策担当へ死因などを詳細に伝えて引き継ぐ。 

  （７）身元が判明している遺体と判明していない遺体に分けて、遺体を安置する。棺が
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ある場合は、身元判明遺体から順次、棺にうつす。 

  （８）遺体収容所（松戸市北山会館）にきた行方不明者の家族等の対応（安否確認、身

元確認、遺体引き渡し等）を行う。行方不明者の状況を聞き取り、聞き取った内

容と一致する遺体がないかを確認する。遺体発見の状況、身体的特徴等から該当

する遺体があった場合は、家族等に確認をお願いする。対応する職員は、明らか

になっていることのみを伝え、遺族の気持ちに寄り添った対応を行う。遺族対応

を行う職員は、心理的な負担が非常に大きくなるため、職員の心のケアを行う。 

 

 ３ 留意事項                                
  （１）遺体の収容 

    ○遺体は、遺体収容所（松戸市北山会館）に安置し、腐敗等を防ぐ手立てを講じる。

また、救護所や避難所等において適切な場所（可能な限り安全で清潔な場所）が

確保できた場合には、その場所へ一時的に遺体を安置する。 

    ○その場合、救護所や避難所等の管理者は、可能な限り、遺体の腐敗等を防ぐ手立

てを講じる。 

    ○救護所や避難所等において一時的に遺体を安置した場合には、市が定める一元管

理ができる様式により、必要な遺体情報を記録・整理して厳重に管理する。 

  （２）遺体の検視 

    初診時に既に死亡している者及び災害に起因する外傷や疾患が原因で診療中に死

亡した者は、検視の対象になる。 

    ※松戸警察署又は松戸東警察署に届出を行い、検視を要請する。 

      → 検察官又は司法警察員が出向いて検視が行われる。 

  （３）遺体の洗浄 

    遺体収容所（松戸市北山会館）においては、遺体識別のため、洗浄、縫合、消毒等を

行う。なお、実施に当たっては、遺体洗浄等において生ずる廃水処理や必要に応じた設

備の設置等について、関係機関と連携し、また、必要に応じて医療従事経験者等のボ

ランティアを活用する。 

  （４）死体検案書を作成する場合の留意点 

    ① 「死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル」（厚労省）に沿って記入すること。 

    ② 必ず写しを保管すること。 

    ③ 身体的特徴（ほくろの位置や瘢痕等）を記載し、可能な場合は、写真やビデオ

を用いて記録を残す。また、身元不明の遺体は、歯科医師によりデンタルチャ

ートを作成し、併せて死体検案書の写しやカルテに指紋を押印させること。 

    ④ 所持品は記録したうえで、ビニール袋にまとめて封印し、遺体と一緒に保管する

こと。 

    ⑤ 死体検案が終了し、身元の確認が終了した遺体は、死体検案書とともに引取人

に引き渡す。なお、引取人の氏名と連絡先を確認し、記録すること。 

  （５）死亡の宣告 

    死亡を宣告する業務は、医師に限られる。 死亡を宣告するには、無呼吸、心停止（脈

拍触知不可）及び瞳孔の固定・散大を確認するための慣例的な検査が必要となる。 

  （６）遺体の表示 

    遺体には、黒色のトリアージタグを付け、死亡確認済みであることを記載して明示

する。これは、医師が同じ遺体を何度も確認することを避けることにつながる。 

  （７）遺体の保管 

    身元が識別されない遺体又は、短期日の間に埋葬することが困難な場合には、遺体収

容所（松戸市北山会館）において腐敗や腐臭並びに感染症対応について、関係機関と

連携し冷却保存等の必要な措置を実施する。 
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第４章 日頃の防災対策 

 

 

第１節 救護本部等の環境整備 
 
   救護本部の事務局となる保健医療部は、災害発生時に迅速かつ円滑な対応が行えるよ

う、日頃から関係機関と協力し、救護本部や救護所の環境整備に努める。 
 

 １ 救護本部                             
  （１）資機材等の整備  
    日頃から本部運営に必要な備品や資機材等を計画的に整備し、維持・管理に努める。 
  （２）通信機器 

    災害発生時に重要な通信機器として整備している医師会無線機の適正な維持管理
を支援し、併せてＥＭＩＳ用のパソコンやＭＣＡ無線機を配備する。 

    また、千葉県防災行政無線（電話・ＦＡＸ）やＰＨＳ、トランシーバーなど、その

他の通信機器の整備についても検討する。 
  （３）情報ツール 
    メディアからの災害情報を得るため、テレビ、ラジオ、インターネットを活用する。 
  （４）発電装置、暖房器具、照明、その他食料、水、雨具、防寒具、ライト、ヘルメッ

ト、移動手段の確保に努める。 
 

 ２ 学校救護所                              

  （１）配置数及び配置場所の検討  
    学校救護所は、地域の状況、交通状況、災害医療協力病院、医療関係者の人員数等

の状況を考慮して１７か所に設置するが、必要に応じて検討を加え、市の状況に適し
た配置数・配置場所とする。 

  （２）資機材等の整備  
    学校救護所の運営に必要な医薬品・衛生材料、また、応急処置に使用する医療資器

材等を計画的に整備し、各施設管理者と協力して維持・管理に努める。 
  （３）通信機器 
    災害発生時に重要な通信機器として、各学校の職員室等に設置されたＭＣＡ無線を

活用する。 
    また、その他の通信機器についても、整備を検討する。 
  （４）鍵の管理 
    災害発生時に、参集後、直ぐに活動が開始できるよう、各施設の鍵の管理について

施設管理者と協議の上、適切に保管するよう検討する。 
 

 ３ 病院前救護所                            
  （１）配置数及び配置場所の検討  
    病院前救護所は、災害拠点病院及び災害医療協力病院計 10 箇所とするも、逐次、

その他病院との協力関係の構築に努め、病院前救護所を拡充していく。 
  （２）資機材等の整備  
    各病院は、救護所の運営に必要な医薬品・衛生材料、また、応急処置に使用する医

療資器材等を計画的に整備する。 
    市は、状況により必要な資器材等を調達、配分する。 
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  （３）通信機器 
    災害発生時に重要な通信機器として、各病院に設置されたパソコンやＭＣＡ無線を

活用する。 
    また、その他の通信機器についても、整備を検討する。 
  （４）市職員及び三師会等との連携 
    事務担当者会議を定期的に開催し、情報の共有や意見聴取を行う。 
 
 

第２節 救護本部等における配置要員 
 
   各組織の責任において、あらかじめ救護本部や学校救護所・病院前救護所への派遣要

員を指定し、必要に応じた研修を実施する。 
   また、各組織において、配置要員の連絡体制を整備する。 
 

 

第３節 訓練 
 

   訓練は、本マニュアルに基づき、関係機関の連携により実施する。また、訓練を通じ
て本マニュアルを検証し、より実効性の高い災害医療体制の整備や災害発生時への即応
体制の確立を図る。なお、訓練内容は関係者と協議し、決定する。 

 
 

第４節 連携 
 
   「松戸市防災会議医療部会」を定期的に開催し、平常時から各関係機関が災害医療に

ついて話し合い、認識の共有や、連携強化を図る。 

  ＜主な検討内容＞ 
   ○本マニュアルの見直し   ○関係機関の連絡網（通信手段）の整備・更新等 
   ○その他防災対策として必要とする事項 
 
 

第５節 住民への啓発活動 
 

 １ 概要                                 
   災害医療の充実を図る観点から、本マニュアルの仕組みや災害発生時に市民がとるべ

き行動等について、防災・救急・医療・保健・福祉が連携し、日頃からの危機管理意識
の醸成や、防災訓練の大切さ、また、情報の周知・徹底等を図り、「自分の身は自分

で守る（自助）」や「地域の住民同士で助け合う（共助）」を基本とし、市民と地域と
行政が一体となり、災害に強い、安全で安心なまちづくりを進める。 

 

 ２ 手段等                                 
   啓発活動は、概ね次の手段により実施するものとし、内容は関係者と協議をした上で

決定する。 
  （１）広報・ホームページ等の活用 
  （２）出前講座、まちづくり会議、研修会等の活用 
  （３）自主防災組織との連携 
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１．救護所の配置                        

 
 ＊印は、災害拠点病院を示す。 

 距離は、両施設間の直線距離を示す。 
 
 
 
 

松戸市立総合医療ｾﾝﾀｰ＊

寒風台小学校（1000ｍ）

八ヶ崎小学校（650ｍ）

千葉西総合病院＊

常盤平第三小学校（860ｍ）

常盤平第二小学校（1220ｍ）

栗ヶ沢小学校（1320ｍ）

五香病院

六実第三小学校（630ｍ）

松飛台第二小学校（1200ｍ）

三和病院
市立松戸高等学校（1280ｍ）

新松戸中央総合病院

小金中学校（830ｍ）

殿平賀小学校（1140ｍ）

山本病院

小金小学校（400ｍ）

松戸整形外科病院

馬橋北小学校（1210ｍ）

新東京病院

（和名ヶ谷）

大橋小学校（860ｍ）

相模台小学校（1510ｍ）

第二中学校（2100ｍ）

東部小学校（1370ｍ）

東葛ｸﾘﾆｯｸ病院

古ヶ崎中学校（1490ｍ）
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２．関係機関一覧                         
 

区分 名称 MCA 住所 

市 

松戸市救護本部（健康医療部） 
00212 

00213 

中央保健福祉ｾﾝﾀｰ 2階集団指導室 

（竹ヶ花 74-3） 

松戸市災害対策本部（危機管理課） 00007 市役所本庁舎別館 1階（根本 387-5） 

松戸市消防局警防本部 
00047 

00048 
松戸市消防局（松戸新田 114-5） 

健康医療部健康医療政策課 00037 
京葉ガス F松戸第 2ビル 6 階（小根本 7-8） 

衛生会館 1階（竹ヶ花 45-53） 

健康医療部健康推進課 - 中央保健福祉ｾﾝﾀｰ 3階 

健康医療部予防衛生課 - 中央保健福祉ｾﾝﾀｰ 3階 

健康医療部国保年金課 - 市役所本庁舎本館 1階 

総務部危機管理課 - 市役所本庁舎別館 1階 

消防局救急課 - 松戸市消防局 1階 

医療関係 

団体 

松戸市医師会 00222 衛生会館 1階 

松戸歯科医師会 00223 衛生会館 2階 

松戸市薬剤師会 00224 衛生会館 2階 

千葉県看護協会松戸地区部会 - - 

災害拠点 

病院 

松戸市立総合医療ｾﾝﾀｰ 00075 千駄堀 993-1 

千葉西総合病院 00214 金ケ作 107-1 

災害医療 

協力病院 

新松戸中央総合病院 00215 新松戸 1-380 

新東京病院 00216 和名ケ谷 1271 

五香病院 00217 五香 8-40-1 

山本病院 00218 小金きよしケ丘 2-7-10 

東葛クリニック病院 00219 樋野口 865-2 

三和病院 00220 日暮 7-379 

松戸整形外科病院 00221 旭町 1-161 

学校 

救護所 

殿平賀小学校 00289 殿平賀 339-１ 

小金小学校 00290 小金 355 

栗ケ沢小学校 00291 小金原7-16 

常盤平第二小学校 00292 常盤平4-18 

常盤平第三小学校 00293 常盤平西窪町25-１ 

松飛台第二小学校 00294 松飛台59 

六実第三小学校 00295 六高台3-141 

市立松戸高等学校 00296 紙敷 2-7-5 

東部小学校 00297 高塚新田 382-１ 

第二中学校 00298 小山 685 

大橋小学校 00299 二十世紀が丘梨元町32 

相模台小学校 00300 岩瀬 434-2 

寒風台小学校 00301 松戸新田 316-25 

古ヶ崎中学校 00302 古ヶ崎2515-１ 

八ケ崎小学校 00303 八ケ崎 6-53-１ 

馬橋北小学校 00304 新松戸南2-１ 

小金中学校 00305 新松戸北2-16-11 
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３．ＭＣＡ無線機 無線網図                      
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４．ＥＭＩＳ代行入力依頼書                   
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５．救護所割当別一覧                       
 
○医師会 
 
 
 
 
 
○歯科医師会 
 
 
 
 
 
 
○薬剤師会 
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６．松戸市救護本部・救護所体制                 

 

松戸市救護本部・救護所体制 

 
 
 
 

松戸市 
救護本部 

 
 
中央保健福祉

センタ- 

医師会 歯科医師会 薬剤師会 災害医療コ-ディネ-タ- 市職員 

     

    

    

    
 
 

救護所 医師会 歯科医師会 薬剤師会 看護師 市職員 
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７．外部支援チ-ム一覧（一部）                   
 

団体名 組織運営母体 支援内容 

ＤＭＡＴ 
Disaster Medical Assistance 

Team 

厚生労働省 

都道府県 

主に超急性期の病院支援・搬送

支援等 

ＪＭＡＴ 
Japan Medical Association 

Team 

日本医師会 

都道府県医師会 
医療・公衆衛生に関する支援等 

ＤＷＡＴ 
Disaster Welfare Assistance 

Team 
都道府県 要配慮者に対する福祉支援等 

ＤＰＡＴ 
Disaster Psychiatric 

Assistance Team 
厚生労働省 

精神科医療・精神保健活動の 

支援 

日赤救護班 日本赤十字社 
救護所の設置・避難所での診療

の支援等 

日赤こころのケア

チーム 
日本赤十字社 被災者の心的ケア 

ＡＭＡＴ 
All Japan Hospital Medical 

Assistance Team 
全日本病院協会 病院支援・避難所巡回等の支援 

ＰＣＡＴ 
Primary Care for All Team 

日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ 

連合学会 
病院支援、被災者の心的ケア等 

ＤＨＥＡＴ 
Disaster Health Emergency 

Assistance Team 
都道府県 

被災地の保健医療調整本部・保

健所の行っている指揮調整機能

を支援 

ＮＨＯ初動医療班 

ＮＨＯ医療班 
国立病院機構 避難所等における救護活動等 

ＴＭＡＴ ＮＰＯ法人ＴＭＡＴ 避難所等における救護活動等 

ＪＤＡーＤＡＴ 
The Japan Dietetic 

Association Disaster 

Assistance Team 
日本栄養士会 緊急栄養補給物資の支援等 

ＪＲＡＴ 
Japan Disaster Rehabilitation 

Assistance Team 

日本災害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

支援協会 

リハビリテーション支援、避難

所生活環境改善支援等 
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８．医療救護所等出動時の装備等チェックシート           

 

 

 

1 医療救護班の装備 

□ 身分証明書（ネームカード） 

□ 作業服（活動しやすい服装） 

□ ヘルメット、帽子 

□ 厚底靴 

□ 厚手の手袋、軍手、手術用ゴム手袋 

□ 救護バッグ（医療救護班長）、往診用バッグ 

□ 事務用品（筆記用具、メモ用紙） 
 

 

２ 携帯物品 

（１）出動時に必須な物品 

□ 非常持ち出し袋（背負い紐が帯状） 

□ ホイッスル 

□ 懐中電灯（ラジオ、警報つき） 

□ ローソク・ライタ- 

□ 折りたたみ傘 

□ ペットボトル飲料・飲料水 

□ ティッシュペーパー、トイレッペーパー、タオル 

□ お金（２万円程度）、小銭（１００円および１０円で５００円程度） 

□ 缶入り乾パン等携帯食料 

（２）出動時に便利な物品 

□ 高性能マスク（アスベスト塵埃対策） 

□ サバイバルナイフ、缶切り、栓抜き等 

□ ポリ袋 大・小（傘、濡れ物等用） 

□ レジャーシート（２畳）、毛布（１枚） 

□ サバイバルブランケット 

□ 布製ガムテープ 

□ 油性マジックペン 



【第５章】資料編 

 
 

60 
 

９．学校救護所開設マニュアル                 

 

 

 

 

 

学校救護所開設マニュアル 
 

 

手順  救護所   

①施設管理者と協力して、救護所開設予定場所の安全確認をする。 
 

②物品を調達する。 
 

③各タグ対応スペ-スを決め、ビニ-ルシ-トを敷き、カラ-ビニ-ルテ-プ等で区切る。 
 

④入り口に救護所の看板を設置。 
 

⑤救護班班長の指示に従い、救護活動開始。 
 

 

 

 

 
物品リスト 

 

救急キット  

救護所ＢＯＸ  

医師会無線セット  

長机  

椅子  

毛布  

担架  

ブル-シ-ト  

ホワイトボ-ド  
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NO 
区

分 
品     名 規       格 

数

量 

1 

診
断
用
具 

血圧計 メ-タ-式 ケ-ス入 1 

2 聴診器 リットマン型 ケ-ス入 1 

3 体温計 デジタル式 LR41 2 

4 ペンライト 携帯用 単４ ２本 1 

5 
血中酸素飽

和度測定器 
単３ ４本 1 

6 
蘇
生
用
具 

手動式蘇生

器 
手動式吸引器付 1 

7 
吸引用カテ

ーテル 
１８Fr 1 

8 
経鼻用エア

ウェイ 
６・７・８ｍｍ 各１ 3 

9 

蘇
生
気
管
挿
管
用
具 

喉頭鏡 
マッキントッシュ 大・

中・小 単２ ２本 
1 

10 
気管内チュ-

ブ 
Ｐカフ付 ７・８・9 各１ 3 

11 スタイレット 中 1 

12 マギル鉗子 大・小 各１ 2 

13 舌圧子 金属製 ５枚 5 

14 ﾊﾞｲﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 大・小 各１ 2 

15 
外
科
用
具 

救急外科セ

ット 
エマジン ＥＭ-１００ 5 

16 止血鉗子 ペアン １４ｃｍ 2 

17 外科剪刀 直 １４ｃｍ 2 

18 

衛
生
資
材 

滅菌ガ-ゼ 尺角 ５枚入 10 

19 カット綿 容器入 2 

20 綿球 容器入 2 

21 紙絆創膏 １２個入 1 

22 

創
傷 

包帯 ４・５・６裂 反巻 各１ 3 

23 伸縮包帯 
S 5cm 6 巻、M 7.5cm 

5巻、L 9cm 4巻 各 1 
3 

24 伸縮絆創膏 テーピングテープ EL 6 

25 
縫合用ステ

ープラー 
レギュラー３５針 3 

     

     

    
    

  

NO 
区

分 
品     名 規       格 

数

量 

26 

医
療
用
資
材 

三角巾 105×105×150ｃｍ 5 

27 雑剪刀 ステンレス 24cm 1 

28 水桶 布製 ６ℓ 1 

29 タオル 白 5 

30 医療用手袋 ７/７．５ 各５ 10 

31 膿盆 ステンレス ２１ｃｍ 1 

32 シーツ 白 ビニ-ル ２ｍ 5 

33 ﾃﾞｨｽﾎﾟｼｰﾄ 500×600ｍｍ 5 

34 救急シート 保温用 5 

35 ﾄﾘｱ-ｼﾞﾀｯｸﾞ 
3 枚複写・防水性ユポ

紙 50 枚/箱 
1 

36 サインペン 赤・黒 各１ 2 

37 ﾗｯﾌﾟﾌｨﾙﾑ 30cm×20cm 1 

38 

医
薬
品 

白色ワセリン 500ｇ 1 

39 
消毒用エタ

ノ-ル 
500ｍｌ 1 

40 ｲｿｼﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ 7.5% 500ｍｌ 1 

41 ニトロール 舌下錠 100 錠 1 

42 
ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾘ

ｱﾝﾌﾟ注 
1％ 5ml×10A 1 

43 ボスミン注 0.1％ 1ml×20A 1 

44 

補
液 

ブドウ糖液 5％ 500ml 2 

45 生理食塩水 500ml 2 

46 
乳液ﾘﾝｹ ﾞﾙ

液 
500ml 2 

47 

注
射 

ディスポシリ

ンジ 
2.5ｍｌ 22G 付 10 

48 
ディスポシリ

ンジ 
5ｍｌ 22G 付 10 

49 
ディスポシリ

ンジ 
10ｍｌ 22G 付 10 

50 
ディスポシリ

ンジ 
20ｍｌ 針無 10 

51 
ディスポ注

射針 
18Ｇ 10 

52 
ディスポ注

射針 
23Ｇ 10 

 
    

10．学校救護所が保管する災害用医療資器材一覧          

※42・43 災害対策室（危機管理課隣）にて保管 
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NO 

区

分 品     名 規       格 

数

量 

          

53 

輸
液 

静脈留置針 18G 5 

54 輸液セット ディスポ 10 

55 駆血帯 アメゴム 3 

56 
イルリガード

ル 
アルミ製 折畳み式 1 

57  
救急箱 

1・2・3 号 
EM-5 型 各 1 3 

救急外科セット EM-100 

1 

外
科
用
具 

持針器 マッチュ- 16cm 1 

2 止血鉗子 
コッヘル 有直 

14.5cm 
2 

3 止血鉗子 
ペアン  無直 

14.5cm 
2 

4 止血鉗子 束大糸通し 14.5cm 1 

5 外科剪刀 両鈍反 14cm 1 

6 外科剪刀 片尖直 14cm 1 

7 ピンセット 有鈎 13cm 2 

8 ピンセット 無鈎 13cm 1 

9 消息子 18cm 1 

10 替刃メス №10 20 入 1 

11 替刃メス №11 20 入 1 

12 メス柄 柄 №3 1 

13 針付縫合糸 
ｼﾙｸﾌﾞﾚ-ﾄﾞ 2-0  

10 入 
1 

14 針付縫合糸 
ｼﾙｸﾌﾞﾚ-ﾄﾞ 3-0  

10 入 
1 

15 
ディスポ注

射器 
針付 10cc 1 

16 有鈎消息子 ロ-ゼル氏 1 

17 手術用手袋 7・7.5 号 2 

18 カスト 専用ｱﾙﾐｶｽﾄｹ-ｽ 1 
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１号セット    

 № 品    名 規    格 単 位 数 量 

1 綿球 （トリコーム） 50ｇ×10袋 箱 1 

2 紙ﾊﾞﾝｿｳｺｳ ﾏｲｸﾛﾎﾟｱｻ-ｼﾞｶﾙﾃ-ﾌﾟ     

   1 ｲﾝﾁ （12コ入） 箱 1 

    2 ｲﾝﾁ （ 6コ入） 〃 1 

3 膿盆 ｶﾞ-ｸﾞﾙﾍﾞ-ｽ（ﾃﾞｨｽﾎﾟ） 枚 5 

4 手術衣 ｻｲﾗｽｻ-ｼﾞｶﾙｶﾞｳﾝ 枚 20 

    XLサイズ     
     

2号セット    

 № 品    名 規    格 単 位 数 量 

5 注射器 2.5 ml SS-02SZ 本 100 

6 注射器  5 ml SS-05SZ 本 100 

7 注射器  10 ml SS-10ESZ 本 100 

8 注射器  20 ml SS-20ESZ 本 100 

9 翼状針 ｾ-ﾌﾀｯﾁ PSV ｾｯﾄ 06-903 本 25 

    翼付静注針 D ﾀｲﾌﾟ     

10 注射針 18G Lg 1・1/2 ｲﾝﾁ RB 本 100 

    JS-NR1838SP(501862152)     

11 注射針 22G Lg 1・1/4 ｲﾝﾁ RB 本 100 

    JS-NR2232SP(502252152)     

12 サーフロ留置針 22G   C型 SR-FS2232 本 25 

    22G ﾀｲﾌﾟ  1・1/4     

13 バンドエイド Ｍ200枚入り 箱 1 

  （オーキューバンエコ） 039981(OQEM)     

14 ペーパーマスク 50枚入 ｻ-ｼﾞﾏｽｸ TC ｸﾞﾘ-ﾝ 箱 2 
     

3号セット    

 № 品    名 規    格 単 位 数 量 

15 弾力包帯（ククロン） №4 7.5cm×4.5cm ６巻 箱 5 

16 三方活栓（17-022） 3way ﾛｯｸ ｸﾞﾘｰﾝ 箱 1 

17 生理食塩水 １ﾘｯﾄﾙ ﾋｶﾘ広口用 本 10 
     

4号セット    

 № 品    名 規    格 単 位 数 量 

18 点滴セット シュアプラグ AD輸液セット ｾｯﾄ 25 

    SP-DW30P03     

19 手術用ｺﾞﾑ手袋 ｼｸﾞﾈｸﾁｬｰﾗﾃｯｸｽｴｯｾﾝｼｬﾙ     

     MSG5965 6.5 双 50 

     MSG5970 7.0 〃 50 

      MSG5975 7.5 〃 50 

20 万能壷 250 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ（ｽﾃﾝﾚｽ） 個 5 

21 覆布 ディスポ 小 穴ﾅｼ JN-SG3 枚 50 

  (JMS ｼ-ﾂ) 手術用ｼ-ﾂ 50×60     
 
 
 
 
 
 
 

11．支所が保管する災害用医療資器材一覧            
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5号セット    

 № 品    名 規    格 単 位 数 量 

22 ソフラチュール 10㎝×10㎝  10枚入り 袋 1 

23 ロキソプロフェン Na錠 60㎎ 錠 100 

24 アセトアミノフェン錠 200㎎ 錠 100 

25 ファモチジン D錠 10㎎ ｶﾌﾟｾﾙ 100 

26 ブスコパン錠 10㎎ 錠 100 

27 センノシド錠 12㎎ 錠 100 

28 PL顆粒 1.0ｇ 包 100 

29 ヘモポリザン軟膏  2ｇ 個 70 

30 フロセミド錠 40㎎ 錠 100 

31 硝酸イソソルビドテープ 40㎎ 枚 28 

32 ソルコーテフ注 100㎎ 本 20 

33 ネオフィリン注 250㎎ ｱﾝﾌﾟﾙ 10 

    2.5％  10 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ     

34 メプチンエアー 10μｇ 100 回 キット 1 

  （喘息）       

35 
セファゾリナトリウム注射

用 
 1ｇ バイアル 10 

36 ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩 100㎎ 錠 100 

37 オラスポア 100㎎ (1g ﾋ-ﾄ入) 包 120 

  （ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ） 抗生物質(子ども)     

38 ケトプロフェンパップ   袋 20 

39 ぶどう糖 20％   20 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ 本 50 

40 ソルラクト輸液 500 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ 本 20 
     

6号セット    

 № 品    名 規    格 単 位 数 量 

45 延長チューブ Lg 2m 001503 本 50 

46 ナースキャップ 100枚入りＬｻｲｽﾞ 76171 箱 1 

47 生理食塩水 100 ﾐﾘﾘｯﾄﾙ 本 20 
     

7号セット    

 № 品    名 規    格 単 位 数 量 

48 
マルチテトラーゼ 

（ガーゼ） 

8折ガーゼ 1パックあた

り 5枚入り×20パック

＝1箱 

箱 3 
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（災害時用） 

 

医薬品・衛生材料 注文受払書 
 

 

  様            年   月    日 
 

                               AM ・ PM    ： 
 

 
 

救護所 担当： 

ＴＥＬ：  

 

 
 

Ｎｏ． 
 

品名 
 

規格 
 

数量 
 

製造番号 
 

有効期限 
 

1 
     

 

2 
     

 

3 
     

 

4 
     

 

5 
     

 

6 
     

 

7 
     

 

8 
     

 

9 
     

 

10 
     

 

 
 

 
 

受払  

年 月 日 ＡＭ・ＰＭ ： 

払出者：  

受領者： 
 
 
 

備考 
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Ｎｏ．   

 

 
 
 
 

受 
診 
者 
記 
入 
欄 

 

フリガナ 

氏名 

 男 

女 

生年月日 （明・大・昭・平・令） 

年 月 日 

住所  

ＴＥＬ  

相談内容（自覚症状） 

治療中の病気・飲んでいる薬 

アレルギーの有無 □有（ ）  □無 

 

 
 

災害時診療録 
 

 

年 月 日 ＡＭ・ＰＭ ： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

所見（Ｏ）： 
 
意識：   呼吸数：  /分 

脈拍： /分 血圧： / mmHg 

診断（Ａ）： 重症度

（○を付す） 

黒  ・  赤  ・  黄  ・  緑 

処置・処方（投薬・注射）（Ｐ）： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救護所名    

記載者名   所属   

 
 

 

※救護班長へ提出  
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傷 病 者 一 覧 
  救護所    

 
 
 

※救護班長へ提出 

No. 氏名 年齢 性別 住所 トリア-ジ区分 傷病部位・症状 搬送 搬送先 

 

1 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

2 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

3 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

4 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

5 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

6 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

7 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

8 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

9 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

10 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

11 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

12 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

13 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

14 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    

 

15 
  男 ・ 女  黒 ・ 赤 ・ 黄 ・ 緑    
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療 日 誌 
  

（医師用） 

年 月 日（ 曜日） 救護班長  

 

 
 

診 
 
 
 
 
 
 

傷病者数 名 
 

重症度別数 黒 名  ・赤 名  ・黄 名  ・緑   名 

 

出動者氏名 従事時間 
 ＡＭ ・ ＰＭ ～ ＡＭ ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ ＡＭ ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ ＡＭ ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ ＡＭ ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ ＡＭ ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ ＡＭ ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ ＡＭ ・ ＰＭ 

 

搬送者 
氏名 重症度（○を付す） 搬送先 

 赤 ・ 黄 ・ 緑  

 赤 ・ 黄 ・ 緑  

 赤 ・ 黄 ・ 緑  

 赤 ・ 黄 ・ 緑  

 赤 ・ 黄 ・ 緑  

 赤 ・ 黄 ・ 緑  

 赤 ・ 黄 ・ 緑  

 赤 ・ 黄 ・ 緑  

 赤 ・ 黄 ・ 緑  

 赤 ・ 黄 ・ 緑  
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業 務 日 誌 
（職種ごとに記入すること） 

 

 

年 
 

月 日（ 
 

曜日） 
 

責任者 

 

職種 
 

歯科医師 ・ 薬剤師 ・ 看護師/保健師 ・ 事務職員 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出動者氏名 従事時間 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ＡM ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ＡM ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ＡM ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ＡM ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ＡM ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ＡM ・ ＰＭ 

 ＡＭ ・ ＰＭ ～ＡM ・ ＰＭ 

 

※救護班長へ提出 
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松戸市防災会議医療部会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 松戸市防災会議条例（昭和３８年松戸市条例第８号。以下「条例」という。）第

５条第１項の規定に基づき、松戸市防災会議に松戸市防災会議医療部会（以下「医療部

会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 医療部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 本市の災害医療体制の整備に関すること。 

⑵ 医療救護活動マニュアルの策定に関すること。 

⑶ 災害時の医療救護活動に係る関係機関との調整に関すること。 

（部会長及び副部会長） 

第３条 条例第５条第３項の規定により松戸市防災会議の会長が指名する部会長は、医師

会長とする。 

２ 医療部会に副部会長１名を置き、健康福祉部長をもって充てる。 

３ 条例第５条第５項の規定により部会長があらかじめ指名する者は、副部会長とする。 

（会議） 

第４条 医療部会は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。 

（松戸市災害医療コ-ディネ-タ-） 

第５条 医療部会に松戸市災害医療コ-ディネ-タ-を置き、防災会議の委員又は条例第４条

第２項の規定により委嘱若しくは任命を受けた専門委員のうちから、部会長が指名す

る。 

２ 松戸市災害医療コ-ディネ-タ-は、災害時に松戸市災害医療対策本部と連携し、医療救

護活動に係る関係機関との調整を行う。 

（庶務） 

第６条 医療部会の庶務は、保健医療を担当する課及び防災を担当する課において処理す

る。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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松戸市災害時医療救護活動についての協定書 

 

 

 松戸市を「甲」とし、一般社団法人松戸市医師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定

を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 この協定は、松戸市地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、

必要な事項を定める。 

 

（医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、松戸市地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、

医療救護班の派遣、または医師の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに乙の災害医療救護活動組織に基

づき、編成した医療救護班、または医師を救護所等に派遣するものとする。 

 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを

甲に提出するものとする。 

２ 前条に定める医療救護班を編成する場合の構成人員は、次のとおりとする。 

  （1）医   師 

  （2）看 護 師 

    （保 健 師）   若干名 

  （3）そ の 他 

     補 助 事 務      

 

（医療救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の医療救護班、または乙所属の医師は、甲が避難場、医療施設または災害現場等に設

置する救護所において、医療救護活動を実施するものとする。 

 

（医療救護班の業務） 

第５条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

  （1）トリアージ 

  （2）傷病者に対する応急処置 

  （3）後方医療施設への転送の要否及び、転送順位の決定 

  （4）転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する医療 

  （5）助 産 

  （6）死亡の確認（死体検案等） 

 

（指揮命令） 

第６条 医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、乙所属の災害医療コーディネー

ターが行うものとする。 

 

（医療救護班の輸送） 

第７条 乙所属の医療救護班、または医師の輸送は、甲乙が共同して行うものとする。 

 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条 乙所属の医療救護班、または医師は、原則として甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を

使用するものとする。救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。備蓄医薬品等の輸送

は、原則として甲が行う。 
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（後方医療施設における医療救護） 

第９条 救護所、または避難所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合、乙所

属の医療救護班、または医師は、甲が指定する後方医療施設に対しその受入れを要請することがで

きる。 

 

（医療費） 

第１０条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

 

（合同訓練） 

第１１条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練

の一般参加者中、傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当するものとする。 

 

（費用弁償等） 

第１２条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する

ものとする。 

  （1）医療救護班の編成・派遣、医師の派遣に伴うもの。 

   ア 医療救護班の編成・派遣に要する経費。 

   イ 医療救護班、または医師が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償。 

   ウ 乙所属の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の扶

助費。 

  （2）合同訓練時における医療救護活動の前第１号に係る経費。 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ、別に定める「医療救護に係る

費用弁償等に関する覚書」によるものとする。 

 

（平時の情報共有等の連携について） 

第１３条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、「松戸市防災会議」の専門部会である＠松戸市

防災会議医療部会」にて平時から情報共有等の連携を図ることとする。 

 

（細 目） 

第１４条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める「松戸市災害時医療救護活

動実施細目」によるものとする。 

 

（協定の期間） 

第１５条 この協定の有効期限は、協定締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間の

満了の日１カ月前までに、甲または乙から解除の意思表示がないときは、更に１年間自動延長する

ものとし、その後も同様とする。 

  

（疑義の決定等） 

第１６条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲と乙が協議して定める。また、

この協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が誠意をもって協議し、これを定める。 

 

 附 則 

（旧協定書の破棄）  

１ この協定の締結をもって、甲と乙の昭和５６年８月１日付け松戸市災害時医療救護活動につい

ての協定書は破棄することとする。 

 

 この協定締結の証として、本協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自一通を保有する。 
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令和５年２月１日 

 

 

 

  

                  （甲） 松戸市根本３８７番地の５ 

                      松戸市 

                      松戸市長 本郷谷 健次 

 

 

 

 

 

                  （乙） 松戸市竹ヶ花４５番地の５３ 

                      一般社団法人松戸市医師会 

                      会 長  川越 正平 
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松戸市災害時医療救護活動実施細目 

 

 

 令和５年２月１日付けをもって締結した「松戸市災害時医療救護活動についての協定書」（以下「協

定書」という。）第１４条に基づく細目は次のとおりとする。 

 

（医療救護班の緊急活動） 

第１条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第２条第１項の定めによる甲からの 

要請を待たずに医療救護活動を実施した場合は、初動後直ちに甲に報告するものとする。 

２ 前項の定めによる報告があったものについては、医療救護の初動時において甲の要請があったも

のとみなす。 

 

（費用弁償等） 

第２条 前条により救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設・設備の 

損傷については、甲が負担する。 

 

（費用弁償等の請求・報告） 

第３条 協定書第１２条及び、前条の定めによる費用弁償等の請求・報告については、医療救護活 

 動終了後速やかに、乙が一括して次により、甲に請求・報告するものとする。 

⑴ 医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書（様式１）に医療救護班ごとの医療救護

班活動報告・医療救護班員名簿（様式１－１）及び医療救護診療記録（様式１－２）を添えて

請求するものとする。 

⑵ 医療救護班が携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、前⑴による費用弁償

等請求書（様式１）に薬品・衛生材料使用報告書（様式２）を添えて請求するものとする。 

⑶ 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、

事故報告書（様式３）に事故傷病者概要（様式３－１）を添えて報告するものとする。 

⑷ 甲が実施する合同訓練に参加する医療救護班に係る費用弁償等については、前⑴から⑶の定め

を準用する。 

⑸ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設・設 

備の損傷に係る実費弁償は、前⑴による費用弁償等請求書（様式１）に物件損傷等報告書（様

式４）を添えて請求するものとする。 

⑹ その他医療救護活動のために必要となる様式等については、災害救助法施行細則（昭和２３ 

年規則第１９号）で定める様式を準用するものとする。 

 

（費用弁償等の支払） 

第４条 甲は、前条により請求・報告された実費弁償請求書等の内容を調査し、適当と認めたとき 

は、協定書第１２条第２項による基準により算定した額を、速やかに乙に支払うものとする。 

 

 



【第５章】資料編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 
 

 

 
医療救護に係る費用弁償等に関する覚書 

 

 松戸市（以下「甲」という。）と一般社団法人松戸市医師会（以下「乙」という。）との間におい

て令和５年２月１日締結した「松戸市災害時医療救護活動についての協定書」及び「松戸市災害時医

療救護活動実施細目」で定める費用弁償等に関し、次のとおり覚書を交換し相互にこれを遵守するも

のとする。 

 

（医療救護従事者の実費弁償） 

第１条 医療救護活動の従事者に対する実費弁償の額は、１回出動につき、次のとおりとする。 

 ⑴ 医   師     金４５，０００円 

 ⑵ 看 護 師     金１０，０００円 

 ⑶ 事   務     金 ８，６００円 

 

２ 医療救護活動の時間が３時間を超える場合は、次の１時間単位に超過時間数を乗じた額を加算す

るものとする。 

 ⑴ 医   師     金１５，０００円 

 ⑵ 看 護 師     金 ３，３４０円 

 ⑶ 事   務     金 ２，８７０円 

 

３ 医療救護活動の従事時間が午後５時から同１０時まで、及び午前５時から同９時までの場合は、

それぞれの単価の１００分の１２５を、また、午後１０時から午前５時までの場合は１００分の１

５０により算出した額とする。 

 

（医薬品等の実費弁償） 

第２条 医療救護班または医師が携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の費用は、実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療救護活動により生じた施設及び設備

の損傷に係る経費は実費とする。 

 

（扶助費） 

第３条 医療救護に従事した者が負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の扶助費については、

「非常勤職員に係る災害補償に関する規則（平成 10 年松戸市規則第 64 号）」または、「千葉県市

町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例（昭和 44 年千葉県市町村総合事務組合条例第 14 号）」

による補償額等をもって補償する。 

 

（合同訓練参加経費） 

第４条 合同訓練参加者に対する実費弁償の額は、次のとおりとする。 

 ⑴ 医   師     金２８，０００円 

 ⑵ 看 護 師     金 ５，２００円 

 ⑶ 事   務     金 ３，０７０円 

２ 医薬品等の実費弁償及び扶助費については、第２条及び第３条の規定を準用する。 

 

（実費弁償等の支払い） 

第５条 甲は、乙の業務完了後、医療救護活動に従事した各医師等に対し、本覚書に規定された実費

弁償等の金額を支払うものとする。ただし、源泉徴収を要するものについては、源泉徴収税額を控除

のうえ支払うものとする。 

 

（医事紛争の処理） 

第６条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に維持紛争が発生した場合にお

いては、甲は乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。 
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附 則 

（旧覚書の破棄）  

１ 本覚書の締結をもって、甲と乙の平成７年４月１日付け「医療救護に係る費用弁償等に関する覚

書」は破棄することとする。 

 

本覚書２通を作成し、双方記名押印のうえ各一通保有する。 

 

 

 令和５年２月１日 

                   甲   松戸市根本３８７番地の５ 

                       松戸市 

                       松戸市長 本郷谷 健次 

 

 

                   乙   松戸市竹ヶ花４５番地の５３ 

                       一般社団法人松戸市医師会 

                       会 長  川越 正平 
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松戸市災害時歯科医療活動に関する協定書 

 

 

 松戸市（以下「甲」という。）と社団法人松戸歯科医師会（以下「乙」という。）とは、甲乙間に

おいて松戸市地域防災計画に基づき甲が行う歯科医療活動に対する乙の支援に関し、次の条項により

協定を締結する。 

 

（歯科医療班の派遣） 

第１条 甲は、災害が発生し、松戸市地域防災計画に基づき歯科医療活動を実施する必要が生じた場

合は、乙に対し、歯科医療班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲の歯科医療班の派遣要請を受けた場合は、直ちに歯科医師、歯科衛生

士及び歯科助手それぞれ若干名をもって歯科医療班を編成し、避難所、救護所等に派遣するものと

する。 

 

（災害歯科医療計画の策定及び提出） 

第２条 乙は、本協定に基づく医療活動を実施するため、災害歯科医療計画を策定し、甲に提出する

ものとする。 

 

（歯科医療班の業務） 

第３条 歯科医療班は、甲が指定する避難所又は災害現場等に設置する救護所において、次に掲げる

業務を行うものとする。 

  （1）歯科医療に係る応急処置 

  （2）歯科診療記録等による被災者の身元確認 

  （3）病院又は診療所(以下「後方歯科医療施設」という。)への転送の要否及び転送順位の決定 

 

（指揮命令） 

第４条 歯科医療班に係る指揮命令及び歯科医療班の業務に係る連絡調整は、乙が行うものとする。 

 

（歯科医療班の輸送等） 

第５条 歯科医療班の避難所、救護所等への輸送は、原則として乙が行うものとする。 

２ 歯科医療班の医療活動に必要となる医薬品等は、原則として、乙が調整し、避難所、救護所等に

輸送するものとする。 

３ 歯科医療班の医療活動に必要となる給水及び歯科医療班の職員に対する給食は、甲が行うものと

する。 

 

（後方歯科医療施設における医療） 

第６条 甲は、救護所又は避難所等において、後方歯科医療施設における治療を必要とする患者があ

った場合は、第３条第３号の規定による歯科医療班の決定に従い、乙が指定する後方歯科医療施設

に転送し、医療を行うものとする。 

 

（医 療 費） 

第７条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 前条の規定により患者が転送された後方歯科医療施設における医療費は、原則として患者負担と

する。 

 

（防災訓練への参加） 

第８条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するとともに、当該訓練の

一般参加者中、傷病者が発生した場合の歯科医療救護を併せて担当するものとする。 
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（費用負担） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療活動を実施した場合及び前条の規定により防災訓練に参加

した場合に要する次に掲げる費用は、甲の負担とする。 

  （1）歯科医療班の編成、派遣に伴うもの 

① 歯科医療班の派遣に要する経費 

② 歯科医療班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

③ 歯科医療班の医師等が歯科医療活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合 

の扶助費 

  （2）防災訓練時における歯科医療救護活動の前(1)に係る経費 

２ 前項の規定により、甲が負担することとなる費用の額等については、甲乙協議のうえ、別に定め

るものとする。 

 

（補  則） 

第１０条 本協定書に定めるもののほか、歯科医療活動の実施に関し必要な事項は、甲乙協議のうえ、

別に定めるものとする。 

 

  

 本協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通保有する。 

 

 

 平成７年７月２０日 

 

 

 

                 甲  千葉県松戸市根本３８７番地の５ 

                     松戸市 

                     松戸市長   川 井  敏 久 

 

 

 

 

                 乙  千葉県松戸市竹ヶ花４５番地の５３ 

                    社団法人松戸歯科医師会 

                    会  長   高 田  圭 祐 
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松戸市災害時歯科医療活動実施細目 

 

 平成７年７月２０日付けをもって締結した「松戸市災害時歯科医療活動に関する協定書」（以下「協

定書」という。）第１０条に基づく実施細目は、次のとおりとする。 

 

（歯科医療の緊急活動） 

第１条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第１条第１項の規定による甲の要請を

待たずに歯科医療活動を実施した場合は、当該活動の開始後直ちに甲に報告するものとする。 

２ 前項の規定による報告があったものについては、当該歯科医療活動を開始するに当たり甲の要請

があったものとみなす。 

 

（救護所設置の特例） 

第２条 甲は、避難所等に設置する救護所のほか必要と認めたときは、乙が指定した後方歯科医療施

設に救護所を設置するものとする。 

２ 甲は、災害状況により必要を認めるときは、前項の規定による後方歯科医療施設のほか、歯科医

療活動が可能な被災地周辺の歯科医療施設等に救護所を設置するものとする。 

 

（費用弁償等） 

第３条 前条の規定により救護所を設置した歯科医療施設において、歯科医療活動による施設、設備

の補修に要する費用は、甲が負担する。 

 

（費用の請求） 

第４条 甲は乙に対し、協定書第９条及び前条の規定による費用の請求をするときは、当該歯科医療

活動終了後速やかに、次のとおり一括して行うものとする。 

  （1）歯科医療班の派遣に係る費用は、「費用弁償等請求書」（様式１）に各歯科医療護班ごと

の「歯科医療班活動報告・歯科医療班員名簿」（様式１-１）及び「歯科医療診療記録」（様

式１-２）を添付すること。 

  （2）歯科医療班が携行した医薬品・衛生材料等を使用した場合の実費弁償は、費用請求書に「薬

品・衛生材料使用報告書」（様式２）を添付すること。 

  （3）歯科医療班の医師等が歯科医療活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の

扶助費は「事故報告書」（様式３）に「事故傷病者概要」（様式３-１）を添付すること。 

  （4）後方歯科医療施設及び救護所を設置した歯科医療施設において、歯科医療活動による施設、

設備等の補修に要する費用は、費用請求書に「物件損傷等報告書」（様式４）を添付する

ものとする。 

 

（費用弁償等の支払い） 

第５条 甲は、前条により乙から費用の請求があった場合は、費用請求書及び報告書等の内容を審査

のうえ、速やかに当該費用を乙に支払うものとする。 
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歯科医療活動に係る費用弁償等に関する覚書 

 

 松戸市（以下「甲」という。）と社団法人松戸市歯科医師会（以下「乙」という。）とは、甲乙間

において平成７年７月２０日締結した松戸市災害時歯科医療活動に関する協定書（以下「協定書」と

いう。）第９条第１項の規定により甲が負担する費用について、同条第２項の規定により、次にとお

り覚書を締結する。 

 

（歯科医療従事者の派遣に要する費用） 

第１条 歯科医療活動の従事者に対する派遣に要する費用の額は、１回出動につき、次のとおりとす

る。 

 ⑴ 歯 科 医 師    ４５，０００円 

 ⑵ 歯科衛生士     ９，６００円 

 ⑶ 歯 科 助 手     ８，６００円 

２ 歯科医療活動の従事時間が３時間を超える場合は、前項の規定による額に次の１時間単価に当該

超過時間数を乗じて得た額を加算するものとする。 

 ⑴ 歯 科 医 師    １５，０００円 

 ⑵ 歯科衛生士     ２，４００円 

 ⑶ 歯 科 助 手     ２，１５０円 

３ 歯科医療活動の従事時間が午後５時から午後１０時まで及び午前５時から午前９時までの間で

ある場合は、当該従事時間につき、前２項に規定する額の１００分の１２５を、午後１０時から午

前５時までの間である場合は、当該従事時間につき、前２項に規定する額の１００分の１５０を乗

じて得た額を加算するものとする。 

 

（医薬品等の実費弁償） 

第２条 協定書第９条第１項第２号の規定により甲が負担する費用は、医薬品、衛生材料及び歯科医

療活動により施設、設備等の補償に要する費用とする。 

 

（扶助費） 

第３条 歯科医療活動に従事した者が負傷し、もしくは疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費は、

「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年松戸市条例第２９

号）」に準じて算出した額に、天才危険担保特約付普通傷害保険による補償額等を加算した額とす

る。 

２ 前項の普通傷害保険の保険料は、甲の負担とする。 

 

（防災訓練参加経費） 

第４条 協定書第８条の規定により、防災訓練の参加者の費用は、次のとおりとする。 

 ⑴ 歯 科 医 師    ２８，０００円 

 ⑵ 歯科衛生士     ５，２００円 

 ⑶ 歯 科 助 手     ４，６６０円 

２ 医薬品等の実費弁償及び扶助費については、第２条及び第３条の規定を準用する。 
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この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

 平成７年７月２０日 

 

 

 

                 甲  千葉県松戸市根本３８７番地の５ 

                     松戸市 

                     松戸市長   川 井  敏 久 

 

 

 

 

                 乙  千葉県松戸市竹ヶ花４５番地の５３ 

                    社団法人松戸歯科医師会 

                    会  長   高 田  圭 祐 
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災害時における医療救護活動についての協定書 

 

 

 松戸市（以下「甲」という。）と社団法人松戸市薬剤師会（以下「乙」という。）とは、甲乙間

において次のとおり協定を締結する。 

 
（総 則） 

第１条 この協定は、松戸市地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

（薬剤師の派遣） 

第２条 甲は、災害が発生し、医療救護活動を行う必要が生じた場合は、乙に対し、薬剤師の派遣を

要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、甲の指定する応急救護所等に薬剤師を派

遣するものとする。 

 

（災害医療救護計画の策定） 

第３条 乙は、前条の規定による医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定しておくも

のとする。 

 

（医療救護活動の内容） 

第４条 乙が行う医療救護活動の業務内容は、次のとおりとする。 

  （1）応急救護所等における調剤業務 

  （2）医薬品の管理及び調達業務 

  （3）その他医療救護活動に必要な業務 

 

（指揮命令） 

第５条 応急救護所等に派遣された薬剤師の指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、乙が行うもの

とする。 

 

（医薬品等の輸送） 

第６条 医療救護活動に必要となる医薬品等は、原則として、乙が本部に発注し、応急救護所等に輸

送を依頼するものとする。 

２ 薬剤師の応急救護所等の交通手段は、原則として乙が確保するものとする。 

  

（合同防災訓練） 

第７条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同防災訓練に参加するとともに、当該訓

練中、参加者のうちから傷病者が発生した場合の医療救護を行うものとする。 

 

（費用負担） 

第８条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施した場合及び前条の規定により防災訓練に参加

した場合に要する次に掲げる費用は、甲の負担とする。 

  （1）薬剤師の派遣に要する経費 

  （2）薬剤師が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

  （3）薬剤師が医療救護活動において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助

費 

２ 前項の規定により甲が負担する額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 
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（薬事紛争発生の措置） 

第９条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に薬事扮装が発生した場合は、

甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。 

 

（期 間） 

第１０条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２３年３月３１日までとする。 

２ 甲又は乙が前項の協定期間の満了の日の１ヶ月前までに、相手方に対して更新しない旨の意思

表示をしないときは、従前の協定と同一の条件で協定期間を１年間更新するものとする。以後期

間満了となる場合も同様とする。 

 

（協 議） 

第１１条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度、

甲・乙協議して決定するものとする。 

 

  

 本協定締結の証として、本協定書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自１通保有する。 

 

 

 平成２２年４月１日 

 

 

                  （甲） 松戸市根本３８７番地の５ 

                      松戸市 

                      松戸市長   川 井  敏 久 

 

 

 

                  （乙） 松戸市竹ヶ花４５番地の５３ 

                      社団法人松戸市薬剤師会 

                      会  長   菅 原  玲 子 
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医療救護活動に係る費用負担に関する覚書 

 

 

 松戸市（以下「甲」という。）と社団法人松戸市薬剤師会（以下「乙」という。）とは、甲乙間

において平成２２年４月１日締結した災害時における医療救護活動についての協定書（以下「協定

書」という。）第８条第１項の規定により甲が負担する費用について、同条第２項の規定により、

次のとおり覚書を締結する。 

 

（薬剤師の派遣に要する費用） 

第１条 医療救護活動に従事する薬剤師の派遣に要する費用の額は、１回の出動につき、 

 ２３，０００円とする。 

２ 医療救護活動の従事時間が３時間を超える場合は、１時間につき、７，６００円を前項の規定

による額に加算するものとする。 

３ 医療救護活動の従事時間が午後５時から午後１０時まで又は午前５時から午前９時までの間に

わたる場合は、当該従事時間につき、前２項の規定により算出した額に１００分の１２５（午後

１０時から午前５時までの間については、１００分の１５０)を乗じて得た額とする。 

 

（医薬品等の費用弁償） 

第２条 協定書第８条第１項第２号の規定により甲が負担する額は、医薬品及び衛生材料の実費とす

る。 

 

（合同防災訓練参加経費） 

第３条 乙が甲の要請に基づき合同防災訓練に参加した場合における甲の負担する額は、参加者１人

につき１４，３００円とする。 

  

（扶助費） 

第４条 医療救護活動に従事した者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費は、

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和４２年松戸市条例第２９号)の

例により算出した額とする。 

 

 

 この覚書の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自１通を保

有する。 

 

 

 平成２２年４月１日 

 

 

                  （甲） 松戸市根本３８７番地の５ 

                      松戸市 

                      松戸市長   川 井  敏 久 

 

 

 

                  （乙） 松戸市竹ヶ花４５番地の５３ 

                      社団法人松戸市薬剤師会 

                      会  長   菅 原  玲 子 
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